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書陵部紀要第77号

一
、
書
誌
情
報

本
稿
は
、
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
所
蔵
の
九
条
本
『
撫
民
倹
約
之
事
（
文
永
三
年
）』（
函

架
番
号
：
九
・
五
三
七
、
以
下
本
資
料
）
を
紹
介
す
る
。
本
資
料
は
摂
関
家
九
条
家
旧
蔵

の
一
巻
で
、
後
述
の
と
お
り
文
永
三
年
（
一
二
六
六
）
の
後
嵯
峨
院
政
の
公
家
新
制
に
関

す
る
も
の
で
あ
る
。
昨
年
度
末
に
整
理
が
完
了
し
て
今
年
度
に
公
開
さ
れ
た
も
の
（
本
号

彙
報
掲
載
）
で
、
鎌
倉
期
の
書
写
と
み
ら
れ
る
が
後
代
の
写
本
も
管
見
に
触
れ
ず
、
新
出

史
料
と
み
な
さ
れ
る
。

全
五
〇
紙
の
巻
子
本
で
、
本
紙
一
紙
の
標
準
的
な
大
き
さ
は
縦
三
〇
・
七
㌢
×
横
四

七
・
〇
㌢
だ
が
、
な
か
に
は
裁
断
さ
れ
て
横
幅
の
短
い
も
の
も
あ
る
（
後
述
）。
近
世
の

も
の
と
み
ら
れ
る
緑
地
吉
祥
文
様
ヵ
緞
子
表
紙
、
金
銀
切
箔
押
見
返
紙
、
絹
製
巻
緒
、
黒

檀
製
軸
等
が
、
九
条
家
で
の
成
巻
を
う
か
が
わ
せ
る
が
、
そ
れ
ら
を
再
利
用
し
た
当
部
で

の
修
補
を
経
て
い
る
。
こ
の
修
補
で
は
、
天
地
に
足
し
紙
を
施
し
た
ほ
か
、
欠
損
、
断
絶

し
て
別
置
さ
れ
て
い
た
現
在
の
第
一
紙
の
右
半
を
、
紙
質
や
筆
跡
、
法
量
な
ど
か
ら
左
半

と
の
連
続
を
推
測
し
て
併
せ
て
一
紙
と
み
な
し
、
巻
頭
に
収
め
た
。

本
資
料
は
全
五
〇
紙
の
う
ち
三
〇
紙
に
紙
背
文
書
を
有
し
、
多
く
は
差
出
・
年
月
日
不

詳
の
仮
名
書
状
だ
が
、
い
ず
れ
も
鎌
倉
期
の
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
本
稿
で
は

紙
幅
の
都
合
上
、
表
の
み
の
紹
介
と
し
た（（
（

。

全
紙
と
も
奥
上
に
紙
数
番
号
が
振
ら
れ
て
お
り
、現
在
の
第
一
紙
（
左
半
）
に
は
「
二
」

と
あ
っ
て
、
五
〇
紙
目
の
「
五
十
一
終
」
ま
で
中
欠
は
な
い
。
本
来
の
一
紙
目
は
、
本
資

料
の
附
に
あ
る
抄
写
一
巻
の
本
紙
に
「
一
」
と
振
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
と
推
測

さ
れ
る
。
こ
の
附
の
抄
写
一
巻
と
は
、
本
資
料
の
西
園
寺
公
相
意
見
状
（
後
述
②
）
の
一

条
目
の
み
を
写
し
た
も
の
で
、
②
の
欠
損
箇
所
に
は
「
虫
損
」「
皆
虫
損
分
也
」
と
注
し
、

端
裏
書
に
「
撫
民
事　
　

前
准
三
宮
入
道
沙
弥
円
性
銘之
」
と
円
性
こ
と
九
条
兼
孝
が
銘
を

付
し
て
い
る
。
紙
背
は
房
号
・
法
号
書
出
（
折
紙
）
で
あ
る
。
紙
数
番
号
を
振
っ
た
段
階

で
は
、
巻
頭
に
収
め
ら
れ
た
よ
う
だ
が
、
当
部
に
収
蔵
さ
れ
た
際
に
は
す
で
に
分
離
さ
れ

て
お
り
、「
撫
民
之
事
兼
孝
公
御
入
筆
物
」
と
記
し
た
近
世
の
包
紙
に
包
ま
れ
て
い
た
。
こ

れ
を
、
当
部
の
修
補
で
包
紙
と
と
も
に
巻
装
し
、
本
資
料
の
附
と
し
て
整
理
し
た
。

ま
た
、
附
と
し
て
も
う
一
点
、「
撫
民
之
事
」
と
書
か
れ
た
、
お
そ
ら
く
近
世
の
付
札

が
あ
り
、
現
在
は
台
紙
に
貼
っ
て
整
理
し
て
い
る
。

以
上
の
附
二
点
お
よ
び
本
巻
紙
背
の
画
像
は
、
本
巻
と
併
せ
て
書
陵
部
の
デ
ジ
タ
ル

資　

料　

紹　

介

九
条
本
『
撫
民
倹
約
之
事
（
文
永
三
年
）』

植

田

真

平
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ア
ー
カ
イ
ブ
「
書
陵
部
所
蔵
資
料
目
録
・
画
像
公
開
シ
ス
テ
ム
」
で
令
和
八
年
四
・
五
月

頃
公
開
予
定
で
あ
る
の
で
、
適
宜
参
照
さ
れ
た
い
。

二
、
構
成
と
作
成
の
過
程

本
資
料
は
、
後
述
の
よ
う
に
文
永
三
年
に
廷
臣
が
提
出
し
た
意
見
状
の
案
文
群
で
あ
り
、

以
下
①
〜
⑬
の
一
三
通
で
構
成
さ
れ
る
（
官
位
は
差
出
に
よ
っ
た
）。
筆
跡
は
す
べ
て
同

一
で
は
な
く
、
便
宜
Ａ
・
Ｂ
と
し
た
二
種
の
筆
跡
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。

①
Ａ
（
月
日
欠
損
）	
西
園
寺
公
相
意
見
送
状
案
ヵ

②
Ａ
（
文
永
三
年
）
三
月
十
五
日	

西
園
寺
公
相
意
見
状
案

③
Ｂ
（
文
永
三
年
三
月
ヵ
）
八
日	

前
左
大
臣
洞
院
実
雄
意
見
状
案

④
Ａ　

文
永
三
年
三
月
十
三
日	

兵
部
卿
四
条
隆
親
意
見
状
案

⑤
Ａ
（
文
永
三
年
）
正
月
二
十
六
日	

前
大
納
言
二
条
資
季
意
見
状
案

⑥
Ａ
（
文
永
三
年
）
四
月
一
日	

権
大
納
言
花
山
院
師
継
意
見
状
案
（
含
追
而
書
）

⑦
Ｂ　

文
永
三
年
正
月
二
十
三
日	

民
部
卿
勘
解
由
小
路
経
光
意
見
状
案

⑧
Ｂ　

文
永
三
年
二
月
十
日	

大
宰
権
帥
吉
田
経
俊
意
見
状
案

⑨
Ａ　

文
永
三
年
正
月
十
三
日	

従
二
位
法
性
寺
顕
雅
意
見
状
案

⑩
Ｂ　

文
永
三
年
正
月
二
十
五
日	

左
大
史
小
槻
有
家
意
見
状
案

⑪
Ｂ　

文
永
三
年
三
月
十
七
日	

右
大
史
小
槻
秀
氏
意
見
状
案

⑫
Ｂ
（
文
永
三
年
）
三
月
二
十
四
日	

大
外
記
清
原
良
季
意
見
状
案

⑬
Ｂ　

文
永
三
年
正
月
二
十
六
日	

大
炊
頭
兼
大
外
記
博
士
周
防
権
守
中
原
師
顕
意
見
状
案

Ａ
・
Ｂ
の
筆
跡
の
違
い
は
、
紙
質
の
違
い
と
も
一
致
す
る
。
い
ず
れ
も
楮
紙
か
と
み
ら

れ
る
が
、
色
味
か
ら
し
て
Ａ
・
Ｂ
は
紙
質
が
異
な
り
、
Ｂ
に
は
横
界
線
二
条
（
界
高
二

六
・
〇
㌢
）
が
あ
る
（
カ
ラ
ー
図
版
参
照
）。
連
続
す
る
①
②
・
⑤
⑥
（
以
上
Ａ
）
や
⑦

⑧
・
⑩
〜
⑬
（
以
上
Ｂ
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
続
紙
に
連
続
し
て
記
さ
れ
て
お
り
、
正
文
で

な
い
こ
と
が
歴
然
で
あ
る
。
ま
た
、
③
末
尾
の
第
八
紙
は
横
三
一
・
三
㌢
、
⑦
冒
頭
の
第

二
九
紙
は
横
一
五
・
七
㌢
（
い
ず
れ
も
Ｂ
群
）
と
裁
断
さ
れ
た
横
幅
に
な
っ
て
い
る
が
、

両
者
を
合
計
す
る
と
本
資
料
の
標
準
的
な
料
紙
の
横
幅
四
七
・
〇
㌢
と
な
り
、
第
八
紙
と

第
二
九
紙
は
も
と
一
紙
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
③
⑦
⑧
が
一
連
の
続
紙
に

写
さ
れ
た
が
、
④
⑤
⑥
を
挿
入
す
る
た
め
に
③
⑦
間
で
裁
断
さ
れ
、
現
況
の
ご
と
く
貼
り

継
が
れ
た
の
だ
ろ
う
。
な
お
、
⑨
末
尾
の
第
四
二
紙
も
余
白
を
切
り
詰
め
た
よ
う
で
、
横

一
三
・
〇
㌢
し
か
な
い
。

各
状
の
冒
頭
上
部
、
Ａ
群
は
端
書
と
い
う
べ
き
位
置
に
、
Ｂ
群
は
界
線
上
の
頭
書
と
で

も
い
う
べ
き
位
置
に
、
発
給
者
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
④
（
Ａ
）
の
端
書

は
直
前
の
③
（
Ｂ
）
の
紙
継
目
に
か
か
っ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
Ａ
群
の
端
書
は
Ａ
Ｂ
両

群
を
貼
り
継
い
だ
あ
と
に
書
き
入
れ
ら
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
⑩
（
Ｂ
）

の
頭
書
も
⑨
（
Ａ
）
と
の
紙
継
目
に
か
か
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
Ｂ
群
頭
書
の
墨
色
で

「
有
家
」
と
あ
っ
た
上
に
、
Ａ
群
端
書
の
筆
跡
で
「
有
家
宿
禰
」
と
重
ね
書
き
し
た
も
の

が
継
目
に
か
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
資
料
の
一
三
通
が
、
二
人
の
人
物
に
よ
っ
て
手
分
け
し
て
書
写

さ
れ
た
の
ち
、
Ａ
群
の
筆
写
者
に
よ
っ
て
集
約
さ
れ
、
発
給
者
の
官
位
の
順
に
並
べ
替
え

て
貼
り
継
が
れ
た
案
文
乃
至
写
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
で
あ
れ
ば
、
そ
の
書
写
さ

れ
た
時
期
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
資
料
上
に
直
接
そ
れ
を
示
す
記
述
は
な
く
、

紙
背
文
書
に
も
目
下
年
代
の
特
定
に
至
れ
る
も
の
は
な
い
。

手
が
か
り
と
な
る
の
は
、
や
は
り
発
給
者
の
名
を
記
し
た
端
書
・
頭
書
で
あ
る
。
こ
の

端
書
・
頭
書
は
、
前
述
の
と
お
り
Ａ
群
の
端
書
が
Ｂ
群
と
の
貼
り
継
ぎ
後
に
記
さ
れ
て
い
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る
こ
と
な
ど
か
ら
、
元
端
裏
書
な
ど
正
文
由
来
の
も
の
で
は
な
く
、
書
写
の
段
階
で
独
自

に
書
き
加
え
ら
れ
た
も
の
と
推
断
さ
れ
る
。

本
資
料
が
も
し
文
永
三
年
よ
り
遥
か
下
っ
た
時
代
に
書
写
さ
れ
た
も
の
だ
と
し
た
ら
、

端
書
等
に
は
各
人
の
極
官
や
追
号
を
記
す
か
、
あ
る
い
は
本
文
の
差
出
を
引
き
写
し
た
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
花
山
院
師
継
の
⑥
は
、
端
書
に
は
極
官
の
内
大
臣
で
も
差
出

の
権
大
納
言
で
も
な
く
、
兼
官
の
「
皇
后
宮
大
夫
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
極
官
や
差
出
の

引
き
写
し
で
も
な
い
と
す
れ
ば
、
本
資
料
の
筆
写
時
の
官
職
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ

の
推
測
の
も
と
、
端
書
等
の
官
職
と
各
々
の
官
歴
を
照
合
す
る
と
、
下
限
は
、
⑥
の
花
山

院
師
継
が
皇
后
宮
大
夫
を
辞
す
る
文
永
四
年
八
月
二
十
九
日
と
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
案

文
群
は
文
永
四
年
八
月
ま
で
、
提
出
か
ら
遅
く
と
も
一
年
半
ほ
ど
の
間
に
作
成
さ
れ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
お
そ
ら
く
は
、
こ
れ
ら
の
意
見
状
が
提
出
さ
れ
て
ま
も
な
く
書
写
さ
れ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

紙
背
文
書
に
は
、
九
条
家
出
身
の
一
音
院
済
助
（
教
実
息
、
理
真
と
も
）
の
書
状
が
あ

る
ほ
か
、
検
討
は
半
ば
だ
が
、
九
条
家
を
指
し
て
「
当
家
」
と
記
し
た
と
み
ら
れ
る
文
書

も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
九
条
家
か
そ
の
周
辺
に
蓄
積
さ
れ
た
料
紙
と
推
測
さ
れ
、
九
条
家
周

辺
で
書
写
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
当
時
の
九
条
家
は
当
主
忠
家
の
不
遇
な
時
代
に

あ
り
、
政
治
の
中
枢
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
て
い
た
。
だ
が
、
提
出
者
に
は
⑤
の
二
条
資
季
や

⑨
の
法
性
寺
顕
雅
な
ど
九
条
家
に
近
侍
し
た
者
も
お
り
、
そ
れ
ら
の
伝
手
で
意
見
状
案
を

入
手
し
、
手
分
け
し
て
筆
写
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
Ａ
Ｂ
両
筆
跡
の
主
が
判
明
す
れ

ば
、
不
遇
期
の
九
条
家
周
辺
の
よ
う
す
も
多
少
わ
か
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。

三
、
文
永
三
年
の
後
嵯
峨
院
政
と
徳
政

さ
て
、
本
資
料
は
一
読
し
て
、
廷
臣
が
「
撫
民
」
と
「
倹
約
」
に
関
す
る
意
見
を
具
申

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
具
申
者
の
う
ち
に
は
今
日
に
残
る
日
記
の
記
主
も
多

い
が
、
同
時
期
の
記
録
は
伝
存
せ
ず
、
わ
ず
か
に
そ
の
状
況
を
知
ら
せ
る
の
は
、
中
原
師

種
が
記
主
か
と
さ
れ
る（（
（

『
外
記
日
記
（
新
抄
）』
で
あ
る
。
そ
の
文
永
二
年
十
二
月
二
十

六
日
条
に
「
仙
洞
御
評
定
、
修
徳
政
可
消
彗
星
之
災
、
撫
民
倹
約
事
」、
翌
二
十
七
日
条

に
「
撫
民
倹
約
事
、
可
進
意
見
之
由
Ｘ　

Ｚ
仰
云
々
」、
同
三
年
正
月
十
二
日
条
に
「
仙

洞
評
定
始
、
徳
政
事
」
と
あ
っ
て
、
後
嵯
峨
院
の
評
定
で
彗
星
出
現
の
対
応
策
と
し
て

「
撫
民
倹
約
事
」「
徳
政
事
」
が
検
討
さ
れ
、
意
見
の
聴
取
も
な
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
彗
星
は
、
文
永
二
年
十
二
月
十
一
日
頃
に
出
現
し
、
京
都
・
鎌
倉
双
方
で
盛
ん
に
祈

禱
し
た
が
消
滅
せ
ず（（
（

、「
撫
民
倹
約
事
」
の
検
討
に
至
っ
た
の
だ
ろ
う
。
後
嵯
峨
院
政
に

お
い
て
「
撫
民
」
が
重
視
さ
れ
た
と
い
う
先
学
の
指
摘
（
（
（

と
も
矛
盾
し
な
い
。

本
資
料
の
発
給
者
、
す
な
わ
ち
意
見
の
具
申
者
の
う
ち
の
公
卿
は
、
②
西
園
寺
公
相

（
従
一
位
・
前
太
政
大
臣
）、
③
洞
院
実
雄
（
従
一
位
・
前
左
大
臣
）、
④
四
条
隆
親
（
正

二
位
・
前
大
納
言
）、
⑤
二
条
資
季
（
正
二
位
・
前
権
大
納
言
）、
⑥
花
山
院
師
継
（
正
二

位
・
権
大
納
言
）、
⑦
勘
解
由
小
路
経
光
（
正
二
位
・
前
権
中
納
言
）、
⑧
吉
田
経
俊
（
正

三
位
・
権
中
納
言
）、
⑨
法
性
寺
顕
雅
（
従
二
位
・
前
参
議
）
の
八
名
で
あ
る
。
同
時
期

の
後
嵯
峨
院
評
定
に
関
す
る
詳
し
い
記
録
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
試
み
に
経
光
の
『
民
経

記
』
よ
り
翌
文
永
四
年
の
院
評
定
の
出
席
者
、
す
な
わ
ち
院
評
定
衆
を
拾
っ
て
み
る
と
、

別
表
の
と
お
り
と
な
る（（
（

。
右
の
八
名
は
い
ず
れ
も
こ
れ
に
含
ま
れ
、
院
評
定
衆
と
し
て
意

見
を
提
出
し
た
と
み
て
よ
い
。
②
の
充
所
が
経
俊
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
彼
が
院
の
伝
奏
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兼
執
権
だ
っ
た
た
め
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
、『
大
日
本
古
記
録 

民
経
記
』
は
、
院
評
定

出
席
者
の
「
前
参
議
」
を
源
通
持
に
比
定
す
る
が
、
本
資
料
と
照
合
す
れ
ば
顕
雅
と
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。
顕
雅
の
息
雅
藤
も
後
宇
多
院
政
の
評
定
衆
と
な
っ
て
お
り（（
（

、
家
格
上
の
問

題
も
な
い
。

前
関
白
二
条
良
実
と
関
白
一
条
実
経
は
文
永
四
年
の
院
評
定
出
席
者
だ
が
、
本
資
料
に

は
見
え
な
い
。
差
出
が
欠
損
し
て
い
る
①
は
、
配
列
か
ら
②
西
園
寺
公
相
よ
り
上
位
の
人

物
、
す
な
わ
ち
右
二
人
の
い
ず

れ
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
残
存

部
よ
り
披
露
状
形
式
の
送
状
と

読
み
取
れ
、
②
の
送
状
と
み
な

す
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。
ま
た
、

源
資
平
（
弘
長
元
年
〈
一
二
六

一
〉
三
月
任
参
議
）
と
同
雅
言

（
文
永
三
年
二
月
任
参
議
）
は
、

本
資
料
よ
り
文
永
二
年
末
に
は

ま
だ
院
評
定
衆
に
な
っ
て
い
な

か
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

続
く
⑩
左
大
史
小
槻
有
家
、

⑪
右
大
史
同
秀
氏
、
⑫
大
外
記

清
原
良
季
、
⑬
同
中
原
師
顕
は
、

外
記
史
の
上
首
と
し
て
後
嵯
峨

院
の
諮
問
に
預
か
っ
た
と
み
て

よ
い
。
本
資
料
は
、
文
永
二
年

末
段
階
の
院
評
定
衆
の
う
ち
摂
関
家
を
除
く
全
員
と
、
外
記
史
の
上
首
が
提
出
し
た
も
の

と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
に
よ
り
、
本
資
料
が
後
嵯
峨
院
政
の
院
評
定
に
お
け
る
徳
政
に
関
す
る
史
料
で
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
公
家
新
制
で
あ
る（

（
（

。
本
資
料

で
も
、
た
び
た
び
弘
長
三
年
八
月
十
三
日
の
公
家
新
制
に
言
及
さ
れ
て
お
り
、
新
制
が
強

く
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
実
際
、
彗
星
の
出
現
は
新
制
発
布
の
重
要
な

契
機
で
あ
り
、
発
布
に
あ
た
っ
て
は
徳
政
意
見
の
上
申
、
意
見
状
の
提
出
が
な
さ
れ
た（（
（

。

と
す
れ
ば
、
本
資
料
の
一
三
通
は
、
書
止
文
言
や
文
書
様
式
は
区
々
で
あ
れ
、
一
概
に
新

制
発
布
の
是
非
を
答
申
し
た
意
見
状
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
類
例
と
し
て
は
、
文
永

五
年
の
意
見
状
の
一
通
と
さ
れ
る
徳
大
寺
実
基
政
道
奏
状
（『
中
世
政
治
社
会
思
想 

下
』

所
収
）
が
あ
る（（
（

が
、
寡
聞
に
し
て
こ
れ
ほ
ど
ま
と
ま
っ
て
意
見
状
が
残
存
し
て
い
る
例
を

知
ら
ず
、
本
資
料
の
貴
重
さ
が
改
め
て
実
感
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
集
ま
っ
た
の
は
弘
長
三
年
新
制
で
事
足
れ
り
と
す
る
意
見
が
多
数
で

あ
っ
た
。
改
め
て
新
制
が
発
布
さ
れ
た
形
跡
は
確
認
で
き
な
い
し
、
弘
長
三
年
新
制
の
徹

底
さ
え
も
発
令
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
数
あ
る
公
家
新
制
の
背
後
に
は
、
か
か
る

不
発
の
例
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
発
布
に
つ
な
が
ら
な
か
っ
た

こ
と
は
、
本
資
料
の
価
値
を
損
な
う
も
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
不
発
の
例
の
検
討
が
、
発

布
さ
れ
た
新
制
の
意
義
を
浮
き
彫
り
に
さ
せ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
こ
ま
で
本
資
料
の
価
値
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
理
解
し
、
説
明
し
え
た
か
甚
だ
心
許
な
い

が
、
あ
と
は
以
下
に
翻
刻
を
示
す
本
文
こ
そ
が
自
ず
か
ら
雄
弁
に
語
ろ
う
。
徳
政
に
対
す

る
貴
族
の
心
性
や
社
会
認
識
、
引
用
さ
れ
る
和
漢
の
古
典
と
学
識
の
傾
向
、
条
文
未
詳
の

新
制
や
未
知
の
施
政
の
断
片
な
ど
、
本
資
料
の
も
つ
情
報
は
計
り
知
れ
ず
、
諸
方
面
で
活

用
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
こ
の
拙
い
解
題
を
閉
じ
た
い
。

本資料
文永3. 正〜3

『民経記』
文永4.3

同左
文永4.7〜9

同左
文永4.11〜12

二条良実 ○ ○ ○
一条実経 ○ ○ ○

西園寺公相 ○ ○ （死没）
洞院実雄 ○ ○
四条隆親 ○ ○ ○
二条資季 ○ ○ ○ ○

花山院師継 ○ ○ ○ ○
勘解由小路経光 ○ ○ ○ ○

吉田経俊 ○ ○ ○ ○
法性寺顕雅 ○ ○ ○ ○

源資平 ○ ○ ○
源雅言 ○ ○ ○
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註（
1
）　

紙
背
文
書
全
通
は
、『
図
書
寮
叢
刊 

九
条
家
本
紙
背
文
書
集
』
続
巻
（
刊
行
年
度
未
定
）

へ
の
収
録
を
予
定
し
て
い
る
。

（
2
）　

遠
藤
珠
紀
「
鎌
倉
中
後
期
の
中
原
氏
西
大
路
流
─
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
『
外
記
日
記
（
新

抄
）』
を
通
し
て
─
」（『
中
世
朝
廷
の
官
司
制
度
』
吉
川
弘
文
館
、
初
出
二
〇
〇
九
年
）、
同

「
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
『
外
記
日
記 

新
抄
』
解
説
」（『
尊
経
閣
善
本
影
印
集
成
七
三 

外
記
日
記 

新
抄
二 

享
禄
二
年
外
記
日
記
』
八
木
書
店
、
二
〇
二
〇
年
）。
な
お
、
中
原
氏
西
大
寺
流
傍
流

の
師
種
は
、
⑬
の
六
角
流
の
師
顕
と
は
縁
遠
い
た
め
か
意
見
状
の
提
出
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い

な
い
。

（
3
）　

彗
星
の
出
現
は
、『
外
記
日
記 

新
抄
』
文
永
二
年
十
二
月
十
一
日
条
〜
同
四
年
正
月
二
十

三
日
条
、『
吾
妻
鏡
』
同
二
年
十
二
月
十
四
日
条
〜
四
年
正
月
十
三
日
条
に
記
載
が
あ
る
。『
民

経
記
』
文
永
二
年
十
二
月
二
十
六
日
条
に
は
、
続
古
今
和
歌
集
の
竟
宴
が
彗
星
の
出
現
に
よ
り

延
期
に
な
っ
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
院
評
定
に
関
す
る
記
述
は
な
い
。

（
4
）　

笠
松
宏
至
「
鎌
倉
後
期
の
公
家
法
に
つ
い
て
」（『
中
世
政
治
社
会
思
想 

下
』
岩
波
書
店
、

一
九
八
一
年
）。

（
5
）　
『
民
経
記
』
文
永
四
年
三
月
二
・
六
日
、
七
月
一
・
二
十
六
日
、
八
月
十
一
・
二
十
一
・

二
十
五
日
、
九
月
一
日
、
十
一
月
一
・
六
・
二
十
七
日
、
十
二
月
二
・
二
十
一
日
条
。
後
嵯
峨

院
政
と
院
評
定
の
理
解
は
、
橋
本
義
彦
「
院
評
定
制
に
つ
い
て
」（『
平
安
貴
族
社
会
の
研
究
』

吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六
年
、
初
出
一
九
七
〇
年
）、
本
郷
和
人
『
中
世
朝
廷
訴
訟
の
研
究
』

（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
）、
美
川
圭
『
院
政
の
研
究
』（
臨
川
書
店
、
一
九
九
六
年
）

等
に
よ
っ
た
。

（
6
）　

前
掲
本
郷
書
。

（
7
）　

市
沢
哲
「
中
世
公
家
徳
政
の
成
立
と
展
開
」（『
日
本
中
世
公
家
政
治
史
の
研
究
』
校
倉
書

房
、
二
〇
一
一
年
、
初
出
一
九
八
五
年
）、
稲
葉
伸
道
「
新
制
の
研
究
─
徳
政
と
の
関
連
を
中

心
に
─
」（『
日
本
中
世
の
国
制
と
社
会
』
塙
書
房
、
二
〇
二
三
年
、
初
出
一
九
八
七
年
）、
前

掲
笠
松
論
文
、
佐
々
木
文
昭
『
中
世
公
武
新
制
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
）、
下

村
周
太
郎
「
日
本
の
中
世
国
家
と
社
会
的
危
機
─
鎌
倉
時
代
の
疫
病
・
飢
饉
と
撫
民
を
中
心
に

─
」（『
歴
史
の
理
論
と
教
育
』
一
六
〇
・
一
六
一
合
併
号
、
二
〇
二
三
年
）、
水
戸
部
正
男
『
公

家
新
制
の
研
究
』（
創
文
社
、
一
九
六
一
年
）
等
。

（
8
）　

前
掲
稲
葉
論
文
、
奥
田
環
「
九
条
兼
実
と
意
見
封
事
」（『
川
村
学
園
女
子
大
学
研
究
紀
要
』

一
、
一
九
九
〇
年
）、
佐
々
木
文
昭
「
関
東
新
制
補
考
─
鎌
倉
幕
府
に
お
け
る
「
意
見
（
状
）」

を
通
し
て
─
」（『
北
海
道
武
蔵
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
五
二
、
二
〇
二
〇
年
）。

（
9
）　

五
味
文
彦
「
王
法
と
仏
法
─
両
様
の
接
近
─
」（『
季
刊
仏
教
別
冊
』
二
、
一
九
八
九
年
）。

徳
大
寺
実
基
政
道
奏
状
は
し
ば
し
ば
明
治
の
謄
写
本
『
伏
見
宮
御
記
録
』
が
典
拠
に
さ
れ
る
が
、

図
書
寮
文
庫
所
蔵
「
政
道
篇
目
十
五
箇
条
」（
鎌
倉
期
写
、
函
架
番
号
：
伏
・
七
三
一
）
が
そ

の
原
本
（
案
文
）
で
あ
る
。

（
凡
例
）

一
、
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
を
用
い
、
一
部
に
限
り
異
体
字
を
用
い
た
。

一
、
紙
継
ぎ
箇
所
を
﹂で
示
し
、
本
紙
奥
上
に
記
さ
れ
た
紙
数
番
号
を
行
頭
に
「　

」
で
、

現
装
に
お
け
る
紙
数
番
号
を

（ ）
で
付
し
た
。

一
、
欠
損
等
に
よ
り
文
字
が
欠
落
し
て
い
る
箇
所
は
、
□
も
し
く
は
Ｘ　

Ｚ
で
示
し
た
。

な
お
、
一
・
二
紙
目
の
欠
損
は
附
の
抄
写
よ
り
補
っ
た
。

一
、
塗
抹
や
見
せ
消
ち
、
重
ね
書
き
の
さ
れ
た
文
字
の
う
ち
、
判
読
で
き
る
も
の
は
左
に

Ｃ
を
付
し
、
判
読
で
き
な
い
も
の
は
■
で
示
し
た
。
書
き
改
め
ら
れ
た
文
字
が
あ
る
場

合
は
、
右
の
そ
の
文
字
を
記
し
た
。

一
、
二
行
分
以
上
の
空
白
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
そ
の
位
置
に
注
記
し
た
。

一
、
適
宜
読
点
を
付
し
、〔　

〕
で
校
訂
注
を
、（　

）
で
そ
の
他
傍
注
を
付
し
た
。

一
、
典
籍
か
ら
の
引
用
な
ど
特
に
説
明
を
要
す
る
箇
所
は
、
傍
ら
に
＊
を
付
し
て
補
注
に

て
説
明
を
補
っ
た
。
な
お
、
典
拠
の
調
査
に
は
専
ら
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
を
活
用
し
、
本
文
は
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
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『
新
釈
漢
文
大
系
』
等
に
依
っ
た
。

一
、
一
通
ご
と
の
冒
頭
に
〔　

〕
で
文
書
番
号
と
文
書
名
を
示
し
た
。

（
翻
刻
）

〔
①
西
園
寺
公
相
意
見
送
状
案
ヵ
〕

撫
民
倹
約
事
、
弘＊
長
之
□
苻
内
ｖ　

ｗ
無
所
残
候
歟
、
其
外
雖
廻
愚
□
□
思
得
之
□
□

候
、
然
而
□　

天
□
候
之
間
、
雖
非
詮
要
一
両
載
□
ｖ
ｗ
可
然
之
様
、
可
令
計
披
ｖ　

　

ｗ

　
　
　
　

□
月
ｖ　
　
　

ｗ

ｖ�

ｗ

　
　
（
○
二
行
分
空
白
ヵ
）

〔
②
西
園
寺
公
相
意
見
状
案
〕

　

撫
民
事
、

一
、
可
知
民
苦
楽
事
、

右
、
去＊
弘
長
三
年
新
制
内
、
国
司
可
撫
民
□
法
、
条
々
被
載
之
畢
、
而
中
古
以
来
庄

□
競
立
之
後
、
国
領
不
幾
ｖ　
　
　
　

ｗ
有
治
否
之
沙
汰
者
、
□
□
□
□
□
﹂歟
、

然
者
庄
家
不
可
煩
民
之
由
、
同
可
□
仰
下
歟
、
且
如＊
格
条
者
、
依
右
大
臣
不
比
□
□

状
、
各
分
遣
八
使
、
考
国
宰
之
治
□
□
人
民
之
愁
苦
、
挙
善
可
弾
非
□
□
被
裁
下
了
、

此
事
尤
雖
為
恵
化
之
至
要
、
巡
察
之
儀
、
末
代
定
有
其
煩
□
必
雖
不
如
旧
儀
、
量
時

宜
被
遵
行
、
尤
可
宜
乎
、
但
依
事
不
容
易
、
短
慮
雖
一
决
、
且
為
評
定
所
迷
出
也
、

一
、
仕
民
不
可
奪
農
時
事
、

右
、
仕＊

民
以
時
者
、
先
賢
之
格
言
也
、
然
者
行
幸
御
幸
已
下
造
宮
穿
池
等
、
可
経
日

数
者
、
可
被
除
農
月
、
但
儀
有
先
例
事
有
緩
怠
、
偏
不
奪
農
時
者
、
若
有
闕
如
事
歟
、

於
有
限
之
急
事
□
非
此
限
、
且
如＊
令
条
々
、
役
丁
匠
皆
六
月
﹂七
月
従
午
至
未
雖
令

休
之
、
饗
会
有
日
之
類
、
有
限
之
要
須
事
、
非
此
限
之
故
也
、

一
、
可
被
以
百
姓
苦
楽
常
置
叡
心
事
、

⑴

（
三
年
八
月
十
三
日
）

〔
制
ヵ
〕

〔
意
、無
ヵ
〕

〔
筆
ヵ
〕

（
八
月
十
三
日
）

〔
之
〕

〔
苑
〕

「
二」

⑵

〔
非
無
ヵ
〕〔
之
ヵ
〕

〔
被
〕

（
藤
原
）

（
マ
ヽ
）

〔
等
奏
〕

〔
否
、問
ヵ
〕

〔
之
由
、〕

〔
使
〕〔

使
〕

「
三」

⑶

〔
者
ヵ
〕
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九条本『撫民倹約之事（文永三年）』

右
、
治
国
撫
民
之
法
、
観
風
由
俗
、
施
張
順
時
、
就
中
世
及
澆
季
、
於
事
多
参
差
、

上
雖
被
降
徳
恵
之
令
、
下
無
遵
行
之
実
歟
、
倩
案
之
、
百
行
以
和
為
貴
、
万
法
以
心

為
主
、
以
中
和
為
聖
心
、
以
天
地
為
玉
躰
、
以
百
姓
之
苦
楽
常
置
叡
心
者
、
強
雖
不

労
宸
襟
於
政
化
、
人
意
暗
通
天
地
交
感
歟
、

　
　

倹
約
事
、

一
、
除
院
宮
之
外
諸
家
、
爐
・
炭
取
・
楾
手
洗
・
灯
台
・
衣
架
等
、
可
停
蒔
絵
事
、�

﹂

一
、
同
可
停
止
絹
障
子
事
、

撫
民
倹
約
間
事
、
至＊
于
倹
約
条
者
、
度
々
之
厳
制
一
々
無
漏
脱
、
就
中
殊
弘
長
三
年

被
究
渕
底
、
有
其
沙
汰
、
任
彼
制
苻
之
旨
、
尤
可
有
施
行
之
実
候
歟
、
撫
民
事
、
愚

意
之
所
及
縦
雖
注
申
、
始
終
頗
誰
通
達
候
哉
、
然
者
兼
不
及
被
定
其
式
、
只
触
境
随

事
可
被
行
善
政
候
歟
、
君
能
行
善
則
民
安
、
民
能
被
善
忽
国
理
之
故
也
、
以
此
等
趣

可
令
洩
披
露
□
、
仍
執
達
如
件
、

　
　
　
　
　
　

三
月
十
五
日　
　
　
　

公
相

　
　
　

帥
中
納
言
殿�

﹂

〔
③
洞
院
実
雄
意
見
状
案
〕

「
前
左
府
実
」

　
　

撫
民
事
、

一
、
可
半
減
自
今
年
三
ヶ
年
諸
国
諸
庄
園
麦
秋
所
済
事
、

右
、
国＊
者
以
民
為
天
、
非
天
者
何
戴
、
国＊
者
以
民
為
本
、
無
本
者
何
依
、
因
茲
以
養

民
為
徳
政
、
以
撫
民
為
善
政
、
思
人
民
之
類
、
為
稚Ｃ
穡
之
象
之
故
也
、
孔＊
子
曰
、
省

力
役
、
薄
賦
歛
、
則
民
富
矣
、
日＊
本
書
紀
曰
、
仁
徳
天
皇
御
宇
、
百
姓
既
貧
、
家
無

〔
弛
〕

「
四」

⑷

〔
給
ヵ
〕

（
文
永
三
年
）

（
西
園
寺
）

「
五」

（
吉
田
経
俊
）

（
頭
書
）

⑸

稼

炊
者
、
除
三
年
課
役
、
寛＊
平
四
年
菅
家
勘
奏
済
窮
民
条
々
、
済
窮
民
者
、
免
調
庸
、

省
租
税
、
減
傜
役
、
加
賑
恤
之
義
也
、
而
今
欲
免
調
減
租
、
則
公
用
猶
多
、
可
致
物

煩
、
欲
開
倉
加
賑
、
則
吏
或
不Ｃ
不
良
、
未
必
如
実
、
伏
望
、
省
天
下
今
年
之
半
傜
、

以
休
息
百
姓
之
例
役
云
々
、
世
質
人
富
之
時
、
済
民
之
謀
猶
不
輙
、
国
衰
吏
□
之
今
、

撫
民
之
実
極
難
治
歟
、
課
諸
国
諸
庄
園
、
自
今
年
三
ヶ
年
、
被
半
減
麦
秋
之
所
済
者
、﹂

若
得
黎
民
之
豊
贍
歟
、
偏
是
省
貪
吏
害
民
□
煩
、
可
為
賢
主
攘
災
之
術
歟
、
但
於
一

向
夏ノ
穱ムキ
為
土
貢
之
庄⃝

者
、
可
有
斟
酌
之
沙
汰
乎
、

一
、
可
宥
小
過
事
、

右
、
諸
国
之
習
、
下
民
之
愚
、
纔
有
小
過
之
時
、
已
称
ｖ
ｗ
之
重
、
偏
求
□
毛
之
咎
、

令
行
終
身
之
罪
、
或
没
収
日
□
□
屋
、
或
奪
取
妻
子
僕
従
、
国
之
亡
弊
、
軄
而
斯
由
、

永
可
被
禁
過
矣
、

一
、
都
鄙
上
下
輩
可
止
過
分
造
作
事
、

右
、
漢＊
文
惜
十
家
之
産
、
太
宗
辞
一
閣
之
居
、
況
乎
有
澆
季
之
時
、
俗
営
過
分
之
大

厦
、
凡
厥
美
餝
、
動
及
金
銀
、
邦
之
衰
幣
如
此
之
類
歟
、
但
家
受
福
貴
之
輩
、
為
備

公
用
、
故
成
広Ｃ
博
之
華
構
、
不
在
制
限
□
□
恥
□
被Ｃ
障
□
□
調
度
之
綺
麗
者
、
堅
可

禁
之
、

　
　

貴
賤
緇
素
可
止
車
美Ｃ
美
事
、

右
、
八
葉
車
華
美
、
逐
日
倍
増
、
太
以
無
所
拠
、
所
々
金
物
、
只
最
要
所
省
略
可
打

之
、
又
下
簾
不
可
用
上
絹
、
鞦
不
可
用
上
糸
、
殊
可
被
禁
過
矣
、�

﹂

一
、
可
停
止
沽
酒
事
、

右
、
孝＊
文
皇
帝
詔
曰
、
無ム
ー

乃シロ
百
姓
之
従
シ
タ
カ
フ㆔

事ニ
㆒

於
末ニ
㆓

以
□
□
者
蕃
シ
ケ
ク

□
㆓

□
醪
㆑

以
㆒ 

靡ツヒ
ヤ
ス

㆑

穀
者
■
、シ
因
茲
孝
皇
帝
□
三
年
禁
酤
酒
、
後＊
漢
孝
和
帝
永
光
年
中
、
禁
沽
□
、

為
漢
胡
之
嘉
謨
、
為
斎
戒
之
重
禁
、
而
如
風
聞
者
、
巨
富
之
輩
相
競
為
業
、
其
一
人

（
菅
原
道
真
）

〔
貧
ヵ
〕

「
六」

⑹

〔
之
ヵ
〕

公

〔
吹
〕

〔
遏
ヵ
〕

倹
約
事
、

〔
欲
ヵ
〕

〔
弊
〕

広

被

華

「
七」

〔
遏
ヵ
〕

⑺

〔
害
農
〕

〔
為　

酒
〕○
ウ
ラ

多

〔
両
ヵ
〕

（
十
六
年
二
月
）

〔
元
〕

〔
酒
ヵ
〕
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九条本『撫民倹約之事（文永三年）』

之
榷
費
、
千
余
之
穀
、
況
於
数
千
人
殆
不
可
勝
計
、
穀
者
百
姓
之
本
、
万
民
□
命
也
、

豈
可
不
惜
乎
、
豈
可
不
痛
乎
、
但
於
□
酒
者
□
及
止
、
於
榷
酒
者
、
一
切
可
禁
之
歟
、

以
前
条
ｖ
ｗ
□
慮
如
斯
、

我
君
御
俗
以
来
廿
余
載
、　

聖
化
被
朝
野
之
泰
平
、
叡
心
慕
社
稷
之
安
全
、
然
間
頃
年

神
社
仏
寺
多
以
回
禄
、
天
変
地
夭
頻
以
重
畳
、
以
何
徳
政
消
之
哉
、
徴
臣
竊
惇
此
縡
、

寤
寐
無
聊
、
所
詮
諸
人
愁
訴
、
弥
任
五
道
抛
他
事
、
可
被⃝

断
歟
、⃝

災
之
政
、
只
可

在
此
事
□
寒
暑
之
□
調
、
星
曜
之
災
異
、
起
人
之
憂
苦
之
故
也
、
兼
又
去
々
年
雖
被
□

ｖ
ｗ
之
制
苻
、
敢
不
及
一
々
之
施
行
、
朝
威
之
□
忽
、
盖
如
此
事
歟
、
諸
公
事
興
行
之

中
、
祈＊
年
祭
□
□
、
任
式
文
殊
課
諸
国
、
厳
重
全
済
之
、
依
恐
祭
礼
之
陵
退
、
□
﹂忘

人
民
之
煩
費
、
不
知
神
明
享
乎
不
享
哉
、
況
不
奉
□
社
、
徒
納
置
神
祇
官
云
々
、
旁
似

無
其
益
、
凡
諸
国
亡
弊
追
年
□
無
、
而
於
其
勤
者
有
増
無
減
、
新
立
庄
園
顚
倒
事
、
若

猶
可
沙
汰
乎
、
又
公
事
用
途
平
均
、
雖
ｖ
ｗ
頗
猶
不
□
□
臨
時
催
促
連
綿
不
絶
、
難
息

民
肩
歟
、
□
案
折
中
之
議
、
被
止
此
用
途
、
毎
被
召
事
宜
之
一
村
、
仰
武
家
進
清
廉
之

実
検
、
定
其
乃
貢
、
支
彼
用
途
者
、
□
例
臨
時
之
公
事
、
強
不
闕
乏
、
成
功
任
官
之
繁

多
、
定
□
若
有
余
剰
者
、
可
被
行
臨
時
賑
給
哉
、
国
出
一
村
、
休
恒
例
臨
時
之
役
、
更

為
兆
民
宥
疲
営
傜
苦
之
愁
歟
、
撫
民
之
源
、
又
可
在
勘Ｃ
乎
、
雖
恐
下
過Ｃ
謹
以
上
聞
如
件
、

　
　
　
　
　
　

□
月
八
日　
　
　
　

藤
原
実
雄
上�

﹂

〔
④
兵
部
卿
四
条
隆
親
意
見
状
案
〕

「
兵
部
卿
」

　
　

二
箇
条
事
、

一
、
撫
民
事
、

右
、
撫
民
之
道
、
先
以
不
奪
農
時
可
為
本
、
然
者
毎
当
東
作
西
収
之
期
、
定
其
月
、

諸
国
遍
被
優
免
人
夫
伝
馬
役
者
、
宜
為
以
無
益
不
妨
有
益
之
政
歟
、

○

ー
ク
ワ
ク

〔
之
ヵ
〕

〔
造
ヵ
〕
〔
不
ヵ
〕

〔
愚
ヵ
〕

（
後
嵯
峨
上
皇
）

决

攘

〔
乎
、ヵ
〕

（
弘
長
三
年
ヵ
）
〔
下

ヵ
〕

〔
軽
ヵ
〕

「
八」

⑻

〔
料
ヵ
〕

〔
如
ヵ
〕

〔
如
ヵ
〕

〔
足
、仍
ヵ
〕

〔
今
ヵ
〕

国

〔
恒
〕

斯

愚
、

「
九」

（
文
永
三
年
）

〔
三
ヵ
〕

（
洞
院
）

⑼
（
端
書
）

一
、
倹
約
事
、

右
、
当
時
可
被
行
之
倹
約
、
可
被
准
古
所
行
之
趣
歟
、
仮
令
古
者
、
金
器
破
者
、
以

銀
修
補
之
、
銀
器
破
者
、
以
銅
修
補
之
、
不
急
而
止
美
就
倹
之
策
也
、
万
物
准
之
、

今
所
被
行
者
、
悉
閣
旧
器
始
造
新
器
之
類
也
、
雖
有
倹
約
之
法
、
是
若
成
新
造
之
煩

歟
、
然
者
被
用
参＊

玉
砌
於
土
階
之
古
法
可
宜
者
乎
、

以
前
二
ヶ
条
、
愚
意
所
及
大
概
如
此
、
凡
人
之
驕
奢
、
民
之
憂
苦
、
無
過
於
土
木
之
興

造
、﹂就
中
近
年
諸
国
之
民
疲
、
役
夫
工
之
臨
時
役
、
当
時
造
神
社
仏
寺
之
外
、
暫
可
被

停
止
諸
人
之
営
作
、
将
又
御
服
所
・
細
工
所
・
御
厩
以
下
之
諸
務
、
指
其
年
代
守
本
式

被
行
、
被
猶
予
向
後
之
新
儀
者
、
万
方
応
之
歟
、
上
之
所
行
下
如
順
之
故
也
、
撫
民
倹

約
之
二
道
、
若
相
兼
者
、
盍
為
政
要
、
加
之
、
依
宣
旨
於
所
々
多
取
関
米
、
為
諸
国
諸

庄
国Ｃ
煩
之
上
、
剰
近
年
窮
冬
、
於
鳥
羽
辺
割
取
商
客
運
上
之
薪
云
々
、
全
殆
及
諸
方
年

貢
之
由
、
有
其
聞
、
事
実
者
、
定
多
人
貴
歟
、
被
尋
究
其
根
元
、
無
殊
証
拠
者
、
尤
可

被
停
止
歟
、
以
此
等
之
趣
、
宜
令
洩
奏
給
、
隆
親
誠
恐
頓
首
謹
言
、

文
永
三
年
三
月
十
三
日　

兵
部
卿
隆
親
状

�

﹂

〔
⑤
前
大
納
言
二
条
資
季
意
見
状
案
〕

「
二
条
前
大
納
言
」

　

撫
民
事
、

随
国
之
習
俗
、
有
民
之
所
慕
歟
、
纔
聞
一
隅
、
難
察
四
方
、
就
今
度
所
被
下
諸
国
之
院

宣
、
民
間
愁
苦
注
進
之
時
、
退
可
有
其
沙
汰
乎
、
凡
者
為
支
一
旦
之
要
、
不
顧
万
民
之

煩
、
吏
間
有
其
聞
、
縡
若
為
実
者
、
国
之
亡
弊
、
民
之
歎
息
、
軄
而
由
斯
、
特
可
被
加

制
誡
者
也
、
兼
又
臨
楚
忽
之
大
営
、
浴
一
州
之
恩
賜
之
輩
、
不
待
後
参
期
、
速
終
此
大

功
、
雖
似
支
公
用
、
定
令
招
民
煩
歟
、
且

「
十」

⑽

園

（
山
城
国
）

〔
費
ヵ
〕（

四
条
）

「
十一」

⑾
（
端
書
）
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高＊
倉
院
御
宇
以
往
、
初
任
受
領
献
五
節
舞
姫
事
、
猶
以
有
其
沙
汰
、
何
況
於
過
分
之
勤

哉
、
可
被
先
撫
民
之
術
者
、
頗
似
可
有
斟
酌
、
抑
諸
国
者
、
依
有
交
替
之
期
、
如
臨
時

率
徴
、
不
被
下
副　

宣
旨
之
外
、
国
司
催
促
土
民
、
輙
不
致
其
弁
歟
、
於
庄
園
者
、

領
」主
任
雅
意
充
課
役
於
雑
掌
、
令
辞
遁
者
、
有
改
易
之
危
、
欲
果
勤
者
、
無
経
営
之

力
、
因
茲
以
件
分
徴
下
庄
民
、
勤
其
役
事
、
連
綿
不
絶
歟
、
於
此
条
者
、
雖
非　

公
家

御
成
敗
、
民
愁
啻
在
此
事
云
々
、
被
救
其
歎
之
様
、
有
計
沙
汰
之
条
、
可
為
要
枢
歟
、

　
　

倹
約
事
、

綾＊

羅
之
文
、
染
色
之
法
、
載
而
在
式
条
、
其
外
可
被
停
止
歟
、
但
狩
衣
者
、
雖
起
布
衣

已
及
唐
物
、
奴
袴
同
雖
可
布
袴
、
剰
聴
織
物
、
是
不
近
来
新
儀
、
已
為
上
代
之
服
用
、

輙
難
被
行
、
自
余
衣
裳
不
可
用
綾
類
、
就
中
於
小
袖
者
、
其
起
在
近
、
一
向
可
用
平
絹
、

但
婦
女
幼
人
等
、
可
被
聴
立
文
・
練
緯
・
志
々
良
等
歟
、
就
染
色
被
停
其
文
之
条
如
何
、

宮＊
女
目
染
裳
、
馬
長
目
結
帷
、
先
規
已
存
、
此
外
有
文
布
絹
之
類
、
其
起
不
﹂詳
、
若

近
来
出
来
者
歟
、
格
式
之
外
有
人
煩
事
、
被
停
止
之
条
、
可
宜
哉
、
初
位
所
着
浅
縹
服

者
、
如
今
浅
黄
色
、
件
服
雖
無
文
不
被
憚
、
今
浅
黄
雖
停
其
文
、
盍
准
彼
袍
、
然
而
此

条
猶Ｃ
可
有
其
難
者
、
准
綾
羅
、
于
式
可
被
定
其
文
哉
、
摺
衣
者
、
神
事
小
忌
袍
、
大
駕

衛
府
服
、
御
鷹
飼
・
御
馬
乗
之
外
、
不
聴
之
、
至
于
今
大
節
日
、
弾
正
・
検
非
違
使
已

糺
其
犯
、
雖
他
時
何
可
令
着
用
之
、
宜
被
停
止
歟
、
凡
衣
裳
過
差
、
年
始
・
更
衣
・
破

裂
時
等
之
外
、
強
不
可
用
新
裁
歟
、
而
已
下
一
同
好
用
花
麗
、
不
可
拘
禁
遏
者
、
不
可

有
制
止
乎
、
停
否
可
在
時
儀
、

御
霊
会
馬
長
龓
、
雖
衛
府
随
身
、
不
可
着
染
色
狩
衣
、
又
可
被
停
副
舎
人
、
騎
馬
日
任

意
不
召
具
居
飼
歟
、
執
柄
子
息
嫡
孫
、
近
衛
大
将
嫡
子
等
之
外
、
可
従
停
止
、
避
軄

之
」執
柄
、
其
子
弟
乞
請
当
執
柄
厩
而
具
之
、
至
于
建
久
之
比
如
此
、
而
自
建
久
・
元

久
漸
以
錯
乱
歟
、
今
就
折
中
之
儀
、
如
此
被
定
行
之
条
如
何
、
剰
去
大
将
之
人
近
例
間
、

「
十二」

⑿

〔
脱
有
ヵ
〕

「
十三」

⒀

猶

「
十四」

⒁

而
他
人
事
無
先
規
者
、
専
可
被
停
止
哉
、

中
納
言
已
下
、
不
可
召
具
退
紅
仕
丁
歟
、
但
於
執
柄
嫡
子
者
、
非
此
限
、
抑
紅
紫
、
依

制
重
下
賤
不
可
着
之
処
、
近
代
退
紅
色
如
韓
紅
、
可
守
式
文
之
由
、
可
被　

宣
下
乎
、

非
参
議
四
位
已
下
、
騎
馬
日
不
可
召
具
副
舎
人
、
就
中
近
年
地
下
前
駈
間
、
有
相
具
之

輩
、
可
謂
過
分
歟
、
但
勤
仕
一
日
使
節
之
時
、
非
制
限
、

諸
家
雑
色
人
及
厩
舎
人
・
牛
童
・
車
制
等
之
類
、
可
被
停
着
楚
之
合
袴
、
南
北
祭
使
引

馬
龓
・
近
衛
舎
人
、
猶
以
如
此
、
尤
可
被
准
行
哉
、

同
厩
舎
人
・
牛
飼
・
車
制
、
冬
時
停
止
袙
、
可
﹂着
襖
、
但
於
舎
人
長
者
、
可
被
聴
之

乎
、

馬
寮
長
官
已
下
、
以
寮
下
部
為
随
身
間
、
雖
有
例
、
頗
似
無
謂
、
可
従
停
止
歟
、

元
三
御
薬
陪
膳
典
侍
禄
物
・
送
物
等
、
随
宜
可
有
減
少
、

賀
茂
祭
出
車
、
任
通
例
、
両
別
女
房
二
人
可
乗
用
、
於
童
女
者
、
令
略
之
条
、
有
何
事

哉
、

官
女
・
童
女
袙
領
数
、
不
可
過
五
節
舞
姫
童
女
装
束
、

僧
侶
乗
車
之
時
、
差
牛
綱
懸
下
簾
事
、
除
法
親
王
之
外
可
停
止
、

檀
紙
・
厚
帋
等
之
過
差
、
可
有
制
禁
歟
、
高
檀
紙
、
其
寸
法
追
年
高
広
、
不
能
納
表
諫

函
云
々
、
可
被
定
寸
法
歟
、
讃
岐
檀
帋
、
好
事
之
家
相
競
用
之
間
、
太
有
其
煩
云
々
、

粗
伺
旧
例
、
非
彼
国
貢
、
以
新
儀
成
人
煩
事
、
専
可
有
停
止
、
厚
紙
、﹂自
建
暦
・
建
保

之
比
漸
雖
流
布
、
毎
人
用
之
事
、
二
三
十
年
来
歟
、
已
為
近
年
之
過
差
、
何
無
倹
約
之

厳
制
、
上
古
之
用
紙
者
、
近
年
之
中
紙
歟
、
御
教
書
幷
請
文
等
、
可
用
件
帋
、
但
於＊

諸

司
解
文
者
、
任
式
文
不
可
用
薄
臰
紙
、

諸
家
翠
簾
、
至
于
永
万
・
仁
安
之
比
、
執
柄
家
猶
以
於
芸
方
者
用
伊
与
簾
、
而
好
過
差

之
輩
、
不
顧
其
費
、
悉
懸
翠
簾
之
条
、
不
可
然
事
歟
、

〔
副
〕

「
十五」

⒂

〔
副
〕

「
十六」

⒃

〔
褻
ヵ
〕
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臣
下
家
勝
負
事
引
出
物
之
類
、
為
一
時
之
悦
、
費
十
家
之
産
、
尤
可
被
停
廃
歟
、
且
公

宴
射
儀
負
態
之
時
、
於
射
分
物
者
、
待
勅
許
献
之
、
臣
下
争
不
顧
其
費
哉
、

七
月
十
四
日
高
大
柱
松
、
強
非
作
善
、
偏
為
勝
他
也
、
一
丈
以
上
可
有
制
止
、

以
前
両
条
、
就
被　

仰
下
、
不
顧
短
慮
、
粗
載
題
詞
、
凡
者
倹
約
事
、
去
弘
長
三
年
﹂

苻
、
殊
有
沙
汰
、
敢
無
漏
脱
、
慥
被
遵
行
者
可
足
乎
、
抑
織
物
之
類
、
雖
似
守
彼
制
、

好
美
之
輩
、
依
構
出
珎
綾
、
其
功
超
過
織
物
云
々
、
如
此
之
族
、
不
被
誡
其
志
者
、
縦

雖
有
万
端
之
制
、
輙
難
帰
無
疆
之
徳
歟
、
以
此
趣
可
令
洩　

奏
聞
給
、
資
季
謹
言
、

　
　
　

正
月
廿
六
日　
　
　
　

資
季
状

　
　
（
○
三
行
分
空
白
）

〔
⑥
附 

権
大
納
言
花
山
院
師
継
意
見
状
追
而
書
案
〕

「
皇
后
宮
大
夫
」

　
　
　

追
言
上
、

毎
当
公
事
可
存
倹
節
歟
、
恒
例
之
神
事
仏
事
、
臨
時
之　

行
幸
御
幸
、
万
端
之
儀
、

一
度
難
定
歟
、
凡
官
蔵
人
方
、　

院
中　

宮
中
奉
行
之
輩
、
切
磋
之
上
、
伝　

奏
之

仁
可
被
相
加
歟
、
専
勘
旧
例
、﹂宜
廻
新
案
、
且
五＊
節
減
妓
員
、
可
為
二
人
之
由
、
延

喜
年
中
式
部
大
輔
清
行
朝
臣　

奏
之
、
如
此
之
至
要
、
広
可
捜
求
歟
、
賀
茂
祭
・
蓮

花
王
院
供
養
在
近
、
忩
有
沙
汰
、
可
謂
国
要
乎
、
重
恐
惶
謹
言
、

〔
⑥
権
大
納
言
花
山
院
師
継
意
見
状
案
〕

撫
民
倹
約
間
条
々
、

一
、
可
随
時
宜
刪
改
式
事
、

観
風
而
馭
俗
、
随
時
而
制
宜
者
、
聖
賢
之
所
好
、
倭
漢
之
通
規
也
、
故
漢
胡
三
代
其

法
不
同
、
我
朝
三
代
其
式
亦
異
、
爰
延
喜
以
来
三
百
余
歳
、
天
数
周
環
、
民
業
多
改
、

「
十七」

（
八
月
十
三
日
）

⒄

（
二
条
）

（
文
永
三
年
）

（
花
山
院
師
継
）

（
端
書
）

「
十八」

⒅

（
十

四
年
四
月
二
十
八
日
）

（
三
善
）

（
山

城
国
）

偏
以
淳
素
之
旧
式
、
難
行
凋
弊
之
今
儀
、
欲
守
式
文
者
、
費
民
力
、
欲
省
民
力
者
、

背
式
文
、
神
事
仏
事
因
之
違
例
、
諸
司
諸
国
為
之
含
憂
、
加
之
、
式
条
之
中
、﹂近
代

之
間
、
如
実
之
物
頗
少
、
不
法
之
物
惟
多
、
纔
為
成
公
事
、
徒
求
色
代
、
縦
雖
仰
冥

助
、
豈
垂
玄
応
鬼
神
之
道
、
苟
憑
明
信
仏
天
之
誓
、
不
嫌
薄
物
、
先
王
之
法
積
益
随

宜
、
後
代
之
政
治
革
何
恐
、
商
量
古
今
、
欲
改
式
条
、
若
叶
民
心
者
、
亦
叶
冥
慮
歟
、

一
、
可
仰
僧
綱
省
法
会
等
過
差
事
、

二＊

会
三
会
講
師
幷
灌
頂
阿
闍
梨
・
綱
所
饗
禄
等
過
差
、
建
久
・
寛
喜
雖
有
制
苻
、
猶

以
莫
太
、
可
有
省
略
、
因
茲
式
日
多
延
引
、
窮
冬
纔
遂
之
、
就
中
円＊
宗
寺
二
会
、
如

延
久
起
請
者
、
春
行
最
勝
会
、
秋
行
法
華
会
、
而
五
穀
豊
稔
之　

勅
願
、
春
過
夏
闌
、

一
華
講
論
之
膺
会
、
歳
暮
月
迫
、
倩
尋
其
由
緒
、
在
饗
禄
之
﹂営
、
殊
有
節
倹
之
沙

汰
者
、
定
叶
本
願
之
叡
慮
歟
、
兼
又
春
社
二
季
八
講
、
同
若
宮
祭
田
楽
、
日
吉
社
彼

■
、
同
社
長Ｃ
長
、
園
城
寺
田
楽
、
仁
和
寺
仏
名
、
如
此
之
類
、
可
禁
奢
侈
歟
、
一
鉢

之
資
、
何
備
綺
饌
、
三
衣
之
外
、
豈
貯
綾
羅
、
内
乖
仏
戒
、
外
忌　

皇
憲
、
宜
仰
執

務
仁
幷
僧
綱
等
、
停
過
差
従
倹
節
矣
、

一
、
可
定
沽
価
法
事
、

物＊
各
有
上
中
下
之
三
品
、
直
亦
有
上
中
下
之
三
等
、
式
文
所
載
、
何
有
違
越
、
而
今

交
関
之
士
、
旗
亭
之
女
、
随
時
之
所
翫
騰
躍
只
任
意
、
因
茲
富
者
弥
富
、
利
上
又
加

利
、
貧
者
弥
貧
、
憂
上
又
溢Ｃ
憂
、
就
中
禁
奢
侈
存
倹
約
、
又
有
事
煩
、
所
以
者
何
、

停
日
来
之
上
品
、
用
中
品
者
、
中
価
忽
同
于
上
価
、
停
日
来
之
中
品
、
用
下
品
者
、

下
価
又
﹂同
于
中
価
、
万
事
騰
貴
亦
後
如
斯
、
時
価
不
定
者
、
節
倹
難
行
歟
、
雖
為

最
要
之
事
、
難
得
施
行
之
実
、
粗＊
聞
建
長
之
沙
汰
、
一
旦
雖
制
市
廛
之
輩
、
有
司
不

仰
土
産
之
国
、
是
故
禁
綱
不
張
、
物
直
還
増
、
譬
猶
源＊
不
深
而
望
流
之
遠
、
根
不
固

而
求
木
之
長
歟
、
今
度
可
有
沙
汰
者
、
兼
仰
布Ｃ
司
京
軄
・
諸
国
宰
吏
守
護
・
諸
庄
領

「
十九」

⒆

（
二
年
三
月
二
十
八
日
）

（
三
年
十
一
月
三
日
）

（
山
城
国
）

（
四
年
十
月
ヵ
）

「
二十」

⒇

〔
日
脱
〕

（
大
和
国
）

（
近
江
国
）

岸

馬

（
同
国
）

（
山
城
国
）

添

「
二十一」

�

（
五
年
七
月
十
二
日
）

市
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家
地
頭
等
、
猶Ｃ
可
被
定
行
歟
、

一
、
可
施
行
新
銭
事
、

銭＊
之
為
用
、
行
来
尚
矣
、
遷＊
有
無
而
得
宜
、
通
公
私
而
均
利
、
故
姫＊
周
有
九
府
、
劉

漢
有
三
官
、
我
朝
大
宝
已
後
、
天
暦
以
往
、
歴
代
之
風
粲
然
可
観
、
而
今
鋳
銭
之
軄

癈
而
稍
久
、
是
以
渡
異
域
之
財
貨
、
為
我
国
之
宝
珎
施
行
、
失
道
理
致
未
弁
、
是
故

商
沽
未
作
之
家
、
皆
為
潤
屋
王
臣
高
貴
之
門
、
還
似
環
堵
、
早
停
渡
海
之
新
義
、
更
﹂

守
当
司
之
本
式
、
不＊
宝
遠
物
者
、
書
之
格
言
也
、
朝＊
无
癈
官
者
、
史
之
美
談
也
、
新

銭
施
行
者
、
旧
幣
盍
救
哉
、
先
割
上
分
奉
神
社
仏
寺
、
次
上
自
院
宮
下
至
主
典
、
率

由
先
規
次
第
分
賜
、
又
恒
例
臨
時
之
公
用
、
鰥
寡
孤
独
之
賑
恤
、
随
事
而
充
之
、
触

境
而
給
之
、
然
則
売
官
之
政
、
永
削
其
名
、
守
軄
之
勤
、
弥
成
其
曽
、
民
支
飢
寒
、

国
致
安
全
、
採
銅
之
地
、
料
稲
之
国
、
貢
進
乏
少
者
、
冶
錬
難
治
歟
、
天＊
平
勝
宝
年

中
、
金
銀
銅
三
銭
並
行
、
加
之
、
宋
朝
之
風
、
銅
銭
紙
銭
並
用
、
因
准
和
与
漢
之
例
、

両
銭
定
支
公
私
之
諸
方
歟
、
易＊
不
云
乎
、
通
其
変
、
使
民
不
倦
、
宜
勤
変
通
以
便
交

貨
、
似
新
儀
兮
非
新
儀
、
和
漢
盍
准
慕
古
風
、
得
古
風
華
夷
兼
済
、�

﹂

一
、
可
撰
人
任
国
宰
事
、

国＊
守
之
為
躰
、
観
風
俗
、
問
百
年
、
録
因
徒
、
理
寃⃝

、
察
政
刑
之
得
失
、
知
百
姓

之
患
苦
、
敦
喩
五
教
、
勧
務
農
功
、
部
内
有
好
学
篤
道
、
孝
悌
忠
信
、
清
白
、
異
行

者
、
挙
而
進
之
、
有
不
孝
悌
悖
礼
、
乱
常
不
率
法
令
者
、
糺
而
縄
之
、
其
郡
境
内
、

田
疇
闢
、
産
業
脩
、
礼
教
設
、
禁
令
行
者
、
為
郡
領
之
能
、
其
郡
境
内
、
人
窮
匱
、

農
事
荒
、
姧
盗
起
、
獄
訟
繁
者
、
為
郡
領
之
不
焉
、
憲
章
所
載
、
尤
足
遵
行
、
而＊
今

淳
源
已
遠
、
為
国
不
撰
人
、
薄
俗
逾
滋
、
依
人
遇
撰
国
、
古
今
全
已
異
事
、
治
否
宜

推
察
、
彼
国＊
家
之
敗
、
由
官
邪
也
、
官
之
失
徳
、
竉Ｃ
賂Ｃ
彰Ｃ
也
、
尤
有
沙
汰
、
可
任
国

掌
、
又
古＊
賢
田Ｃ
、
被
許
重
任
者
、
在
非
常
之
功
勲
云
々
、
頃
年
以
降
、
非
功
非
勲
、

殊

「
廿

二」
�

（
四
年
三
月
）

（
宝
字
）

「
廿

三」
�

〔
囚
〕

抂

〔
入
其
境
〕

竉
賂
彰

曰

皆
蒙
重
任
之
恩
、
或
伝
或
替
、
偏
為
相
承
之
軄
、
廉
潔
未
聞
、
苛
酷
幾
許
、
凡＊
脩
良

之
吏
、
可
被
賞
之
、
亡
﹂民
之
輩
、
不
可
賞
之
、
得
替
之
後
、
可
問
新
司
之
由
、
天

仁
年
中
大
宰
権
帥
匡
房
卿
議
奏
、
尤
為
簡
要
歟
、
自
今
以
後
堅
守
任
限
、
殊
勘
功
課
、

被
行
撰
人
之
政
、
可
為
治
国
之
術
、
凡
任
使
得
人
者
、
垂
拱
而
猶
可
治
、
不
得
其
人

者
、
立
制
而
有
何
益
、
爰
勘
済
之
道
有
名
無
名Ｃ
、
宰
吏
之
政
、
古
明
今
暗
、
縦
雖
非

上
世
之
風
、
只
就
当
時
之
俗
、
住
治
国
而
可
進
官
歟
、
以
件
文
下
後
司
、
殊
任
実
正

可
令
勘
合
、
又
国
司
有
非
法
者
、
仰
守
護
而
可
注
進
、
守
護
有
非
法
者
、
仰
国
司
令

注
進
如
何
、
勘
与
不
勘
、
誡
与
不
誡
、
争
無
差
別
哉
、
聊
有
功
者
、
可
預
賞
、
若
有

過
者
、
可
隔
恩
歟
、
忌
賞
罸
而
行
教
化
者
、
如
縁
木
求
魚
、
近
代
軄
田
位
田
依
無
其

実
、　

院
宮
公
卿
多
為
受
領
濫
挙
家
僕
、
謬
為
国
守
其
人
称
名
国
司
、
其
仁
難
﹂預
賞

罸
、
於　

院
宮
者
、
以
年
預
之
輩
任
之
、
於
公
卿
者
、
以
子
孫
之
類
補
之
、
偏
知
其

国
之
治
否
、
可
有
彼
人
之
昇
沈
歟
、

一
、
可
置
諸
国
医
師
事
、

重
生
猒
之
思
、
貴
賤
惟
同
、
受
領
病
恐
死
之
心
、
華
夷
何
異
、
辺
鄙
之
民
、
下
愚
之

俗
、
不
知
医
療
、
無
得
良
薬
、
因
茲
或
受
不
可
受
之
病
、
或
殞
不
可
殞
之
命
、
誠
雖

有
定
業
之
難
遁
、
何
亦
無
非
業
之
易
療
、
為
民
之
父
母
、
争
不
矜Ｃ
憐
乎
、
是
故
聖
代

明
時
、
毎
国
置
医
師
、
教
授
療
養
、
当
道
撰
其
人
、
古
先
之
遺
風
、
今
癈
而
不
扇
医

生
、
縦
雖
閣
鑽
仰
、
医
師
先
可
施
療
養
、
撰
名
家
之
中
、
以
未
仕
之
輩
、
任
諸
国
医

師
、
充
軄
田
之
類
、
諺＊
田
、
俗
無
良
医
、
枉
死
者
半
、
拙
医
病
、
不
若
不
療
云
々
、

相
尋
効
験
之
多
少
、﹂可
有
登
用
之
遅
速
、
然
則
道
謝
秦＊
医
之
誉
、
民
載
蘓
生
之
恩
、

兼
又
施
薬
悲
田
院
興
行
事
、
代
々
間
殊
経
沙
汰
、
去
々
年
又
有
儀
奏
、
仍
不
及
再
露
、

偏
待
仁
風
、

一
、
可
以
孝
和
民
事
、

〔
循
ヵ
〕

「
廿

四」
�

（
大
江
）

実

「
廿

五」
�

矜

〔
曰
〕

〔
療
脱
〕

「
廿

六」
�
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天＊
地
之
性
、
人
為
貴
、
人
之
行
、
莫
大
於
孝
、
昔＊
明
王
事
孝
、
故
事
天
明
、
事
毎
孝
、

故
事
地
察
、
愛＊
敬
尽
於
事
親
、
而
徳
教
加
於
百
姓
、
刑
於
四
海
、
先＊
王
有
至
徳
要
道
、

以
訓
天
下
、
民
用
和
睦
、
上
下
無
怨
云
々
、
古
典
所
載
誠
哉
、
此
言
抑
荷
前
事
、
如＊

式
条
者
、
諸
司
整
幣
物
、

天
子
致
拝
礼
、
奉
献
之
儀
、
太
以
厳
密
、
而
諸
国
不
済
、
有
司
皆
懈
、
幣
物
不
法
、

言
而
有
余
、
縦＊
雖
非
式
数
、
可
被
加
懇
念
、
何
況
発
遣
使
事
、
先
日
雖
載
制
苻
、
去

年
猶
有
陵
怠
歟
、
自
今
以
後
以
件
幣
物
慥
向
其
所
、
習Ｃ
日
寮
官
可
奏
使
見
参
之
由
、

可
被
仰
下
歟
、
又
陵
庿
年
旧
、
荒
癈
日
新
、﹂兆
域
多
変
農
夫
之
鋤
、
樹
木
半
槯
ｒ
客

之
斧
、
山
陵
成
崇
者
、
国
土
不
安
乎
、
寮
家
不
治
、
可
有
炳
誡
、
就
中

贈
皇
后
陵
尊
崇
、
猶
疎
寛
元
以
降
二
十
余
廻
、
春＊
草
暮
兮
秋
風
驚
、
秋
風
罷
兮
春
草

生
、
当
時
無
崇
重
者
、
向
後
有
何
憑
哉
、
上
以
孝
治
天
下
者
、
帰
徒
仰
君
上
歟
、
抑

近＊
代
有
祭
髑
髏
称
仏
法
之
輩
、
愚
民
傾
家
産
、
癡
安Ｃ
祈
閨
怨
、
因
茲
或
破
厳
父
之
家
、

或
穿
他
人
之
墓
、
狂
僧
之
所
行
、
孝
子
之
所
傷
也
、
像
教
之
陵
夷
、
理
其
可
然
哉
、

不
加
禁
遏
者
、
殆
及
陵
庿
歟
、
昔＊
赤
眉
堀
漢
陵
、
豈
非
一
朝
之
恥
矣
、
今
緇
徒
窺
古

墳
、
其
祭
三
宝
之
冥
何
、

右
、
以
前
雑
事
言
上
如
件
、
自
上
世
至
近
代
、
賢＊
相
才
卿
詞
於
縹
囊
、
先
格
後
苻
巻
盈

緗
帙
、
就
中
当
代
之
智
臣
、
云
建
長
云
弘
長
、
或
撫
民
或
倹
約
、
条
々
治
躰
、
面
々
尽

心
、
巨
細
之
雑
事
、
大
較
無
所
残
、
且
又
不
顧
狂
簡
、
議
奏
先
了
、
加
之
、
不＊
臨
深
渓
、

不
知
地
之
厚
、
不
﹂赴
吏
途
、
争
知
国
之
要
、
臣
家
久
不
仕
其
軄
、
可
被
尋
旧
吏
歟
、

又
有
守
護
、
有
地
頭
、
何
清
簾
、
何
濁
乱
、
被
仰
関
東
、
可
有
折
中
歟
、
漢＊
帝
問
銭
米

陳
平
、
称
主
者
、
盍Ｃ
此
謂
也
、
抑
雖
施
徳
風
、
難
覃
上
古
之
由
、
遠
近
歌
之
、
上
下
応

之
歟
、
粗
挙
一
端
、
聊
决
衆
疑
、
孟＊
軻
問
子
思
曰
、
堯
舜
文
武
之
道
、
可
力
而
致
乎
、

子
思
曰
、
彼
人
也
、
我
人
也
、
称
其
言
、
履
其
行
、
夜
思
之
、
昼
行
之
、
滋
滋
焉
、

〔
父
脱
〕

〔
母
〕

（
弘
長
三
年
八
月
十
三
日
）

翌

「
廿

七」
�

〔
樵
〕

〔
祟
〕

（
源
通
子
）

女

〔
掘
〕

〔
溢
脱
ヵ
〕

（
五
年
七
月
十
二
日
）

（
三
年
八
月
十
三
日
）

「
廿

八」
�

〔
廉
〕

盖

汲
々
焉
、
如
農
之
趍
時
、
商
之
趍
利
、
悪
有
不
致
者
乎
、
子
思
之
正
言
者
、
末
代
之
嘉

摸
也
、

吾
君
雖
開
諫
諍
之
道
、
君
辛
臣
猶
貽
忠
直
之
詞
歟
、
乞
凝　

叡
情
遠
察
民
望
、
宜
以
此

趣
令
洩　

奏
給
、
師
継
誠
惶
誠
恐
■
首
謹
言
、

　
　
　
　

四
月
一
日　

権
大
納
言
藤
原
師
継
請
文

　
　
　
（
○
二
行
分
空
白
）�

﹂

〔
⑦
民
部
卿
勘
解
由
小
路
経
光
意
見
状
案
〕

「
□
□
卿
経
光
」

　

謹
請
、

可
被
行
徳
政
両
条
、

可
被
優
国
撫
民
事
、

右
、
左＊
伝
曰
、
夙
興
夜
寐
、
朝
夕
臨
政
、
此
以
知
其
恤
、
説＊
菀
曰
、
堯
存
心
於
天
下
、

加
志
於
窮
民
、
貞＊
観
政
要
曰
、
毎
一
食
、
念
稼
穡
之
艱
難
、
毎
一
衣
、
思
紡
績
之
辛

苦
云
々
、
先
択
吏
﹂之
修
良
、
須
致
国
之
興
復
歟
、
而
今
云
諸
国
之
宰
吏
、
云
諸
庄

之
領
家
、
或
有
守
護
、
或
有
地
頭
、
賦
役
之
責
苦
、
使
之
勤
来
、
自
諸
方
在
於
一
身
、

黎
元
無
安
、
煩
費
多
少
、
於
此
条
者
、
末
代
雖
難
治
、
触
境
随
事
、
為
先
寛
宥
之
条
、

可
叶
時
務
之
要
歟
、
随
州
県
之
土
風
、
有
沙
汰
之
浅
深
歟
、
吏
務
之
法
、
旨
趣
区
分
、

窮
民
之
煩
費
、
可
相
宥
之
趣
、
可
計
行
之
条
、
仰
宰
吏
可
令
注
進
、
就
其
状
、
賉
重

可
有
斟
酌
歟
、
且
召
出
其
国
之
抄
帳
、
相
計
済
物
之
軽
重
、
正
税
済
否
、
公
田
員
数
、

随
注
申
暫
被
優
許
、
聊
休
民
肩
歟
、
亦
被
仰
合
武
家
、
可
被
定
其
趣
歟
、
抑
近
曽　

禁
省
陣
中
警
衛
吉
上
、
於
来
往
之
雑
人
者
、
可
加
制
止
之
■
、
隠
居
便
宜Ｃ
、
過
畢
陣

中
之
裡
、
更
走
出
、
或
剝
衣
裳
之
類
、
或
奪
荷
担
之
物
、
事
実
者
、
闘
乱
之
基
也
、

奇
謀
之
企
也
、
只
加
制
止
、
可
禁
往
来
之
由
、
可
被
仰
下
歟
、
雖
似
小
事
、
下
民
之

〔
赴
〕

〔
趣
〕

〔
至
〕

〔
羣
ヵ
〕

（
花
山
院
）

頓

（
文
永
三
年
）

「
廿

九」
�
（
頭
書
）

〔
民
部
〕

「
卅

」
�

処

所
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煩
、
軄
而
由
斯
之
故
也
、

一
、
可
被
好
倹
素
事
、

右
、
堯＊
王
天
下
之
時
、
金
銀
珠
玉
弗
服
、
錦
繡
文
綺
弗
服
、
奇
恠
異
物
弗
視
、
玩
好

之
器
弗
宝
、
傜
佚
之
楽
弗
聴
、
宮
恒
﹂室
屋
弗
崇
、
茅
茨
ｎ
不
剪
、
夏＊
禹
者
菲
其
衣
、

魏＊
武
者
却
其
床
、
唐＊
太
宗
捐
一
殿
之
材
、
漢
文
帝
惜
十
家
之
産
、
前
事
不
忘
、
後
事

之
師
也
、
我
君
忝
好
節
倹
、
誰
人
不
禁
奢
侈
、
且
建
長
・
弘
長
之
厳
制
者
、
永
代
永

格
之
綸
綍
也
、
更
雖
無
違
犯
之
聞
、
弥
可
有
遵
行
之
実
歟
、
上＊
下
服
飾
之
過
差
、
緇

素
従
類
之
員
数
、
代
々
苻
旨
一
々
炳
焉
、
其
上
近
年
又
度
　々

宣
下
、
更
無
所
残
歟
、

大
綱
已
在
此
中
、
小
量
不
出
、
其
外
殊
採
簡
要
功
、
被
施
行
者
、
自
然
可
為
省
煩
之

基
歟
、
於
臨
時
巨
細
之
急
務
者
、
兼
非
思
慮
之
所
及
、
臨
其
事
、
可
有
議
歟
、
不
破

財
、
不
奪
力
者
、
可
叶
天
心
歟
、
爰
近
日
諸
人
乗
車
之
時
、
召
具
数
輩
牛
童
、
頻
令

着
過
差
衣
裳
、
更
非
軄
掌
算
過
一
両
、
就
中
凡
卑
之
輩
好
用
糸
鞦
、
太
無
其
要
、
以

不
事
闕
之
美
、
不
可
費
財
産
歟
、

以
前
両
条
、
謹
奉　

院
宣
、
粗
述
管
窺
、
崇
敬
神
祇
、
帰
依
仏
法
、
興
行
公
事
、
優
恤

文
学
、
行
仁
政
、
緩
刑
法
、
叙
位
除
目
、
諸
人
訴
訟
、
可
被
行
道
理
之
趣
、
短
慮
所
覃
、

ｏ
録
先
畢
、﹂公
事
要
途
被
定
充
諸
国
、
弁
官
軄
事
臨
其
事
、
雖
触
催
宰
吏
、
徒
費
紙
筆
、

空
疲
催
役
、
猶
可
有
沙
汰
歟
、
任
官
成
官Ｃ
追
日
減
少
、
縡
雖
難
治
、
重
同
可
被
廻
忠Ｃ
慮

乎
、
凡
才
芸
之
者
不
弃
賤
、
忠
勤
之
者
不
虚
営
、
恤
貧
困
、
憐
孤
独
者
、
豈
不
為
攘
災

之
法
乎
、
臨
時
之
賑
給
者
、　

聖
代
之
佳
猷
也
、
所
被
行
、
若
有
実
者
、　

明
王
之
法
、

窮
民
之
役
歟
、
斉
景
公
之
徳
政
、
宋
景
公
之
善
言
、
天
之
与
善
、
古
今
何
■
乎
、
宜
以

此
趣
令
洩　

奏
給
、
経
光
誠
惶
誠
恐
頓
首
々
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
　

文
永
三
年
正
月
廿
三
日　

民
部
卿
藤
原
経
光
上
状

〔
飾
〕

「
卅

一」
�

〔
淫
〕

〔
垣
〕

〔
堊
〕

〔
徧
庭
〕

（
五
年
七
月
十
二
日
）

（
三
年
八
月
十
三
日
）

〔
甄
〕

「
卅
二

」
�

功

思

殊

（
勘
解
由
小
路
）

〔
⑧
大
宰
権
帥
吉
田
経
俊
意
見
状
案
〕

「
帥
中
納
言
経
俊
」

　

撫
民
倹
約
事
、

　
　

撫
民
条
、

一
、
可
停
宰
吏
非
法
救
民
愁
苦
事
、

君＊
以
民
為
躰
、
民
以
君
為
心
、
然
者
於
治
国
之
政
、
在
恵
民
之
仁
歟
、
故
堯＊
舜
之
民
、

非
生
而
治
、
桀
紂
之
民
、
非
生
而
乱
、
凡
民
間
之
愁
苦
者
、
在
宰
吏
之
非
法
、
宰
吏

不
行
非
拠
者
、
民
烟
又
可
歓
娯
、
任＊
久
安
元
年　

宣
旨
、
自
今
以
後
、
若
有
不
治
之

聞
者
、
且
停
止
吏
務
、
且
召
目
代
、
可
被
加
炳
﹂誡
之
由
、
可
被
仰
下
歟
、
唐＊
太
宗

者
、
恒
思
百
姓
事
、
或
至
夜
半
不
寐
、
唯
思
都
督
刺
史
堪
養
百
姓
以
否
、
故
屛
風
上

録
其
姓
名
、
坐
臥
恒
看
、
在
官
如
有
善
事
、
亦
具
列
名
下
云
々
、
思
撫
百
姓
之
聖
化
、

不
如
太
宗
之
叡
情
、
良
吏
者
養
民
、
酷
⃝
失Ｃ
民
、
然
者
任
貞
観
之
故
事
、
注
刺
史
之

治
否
、
挙
善
事
、
録
不
法
、
随
吏
務
之
善
悪
、
有
皇
憲
之
賞
罸
者
、
誰
人
不
恐
後
勘
、

何
更
不
慎
非
法
乎
、

一
、
可
分
富
家
資
賑
貧
戸
民
事
、

或
有
令
領
数
丁
田
地
之
輩
、
或
有
不
耕
一
頃
田
畠
之
民
、
富
者
弥
富
、
貧
者
弥
貧
、

食＊
少
調
有
余
相
給
、
以
均
諸
侯
者
、
夏
后
之
政
、
斉
民
之
望
也
、
分
富
賑
貧
者
、
又

義
倉
之
法
也
、
平
均
充
行
之
条
、
可
宜
歟
、
不
勤
Ｃ
Ｃ
抑
近
来
卑
賤
之
輩
、
造
営
庫
倉
、

充
満
京
都
、
徒
有
九
年
之
蓄
、
不
勤
一
事
之
役
、
諸
国
窮
困
之
民
、
猶
徴
身
役
九
重
、

富
有
之
仁
、
何
遁
公
事
哉
、
課
浮
雲
之
富
、
充
臨
時
之
役
者
、
諸
国
聊
可
休
民
肩
、

何
又
乖
義
倉
之
儀
哉
、

一
、
可
令
耕
食
荒
田
事
、

食＊
者
民
之
天
、
農＊
者
国
之
本
也
、
如＊
格
条
者
、
常
荒
田
百
姓
耕
作
、
六
年
之
後
徴
祖

（
頭
書
）

（
七
月
二
十
八
日
ヵ
）

「
卅
三

」
�

吏
者
失

（
三
年
）

〔
租
〕
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云
々
、
而
土
民
適
雖
致
田
業
之
満
作
、
国
宰
偏
﹂貪
地
利
之
所
済
、
因
茲
民
忘
東
耕

之
勤
、
国
減
西
収
之
貢
、
然
者
於
新
開
者
、
任
格
条
、
六
年
以
後
徴
正
税
者
、
窮
民

還
流
千
倉
之
詠
、
良
吏
再
唱
五
袴
之
哥
矣
、

一
、
可
為
民
緩
刑
罸
事
、

刑＊

法
者
邦
国
之
雷
霆
、
沢
者
帝
王
之
雨
露
也
、
故
唐＊
堯
者
、
其
刑
画
象
、
而
民
不
犯

云
々
、
而
貧
乏
之
民
、
不
堪
窮
困
、
為
犯
之
輩
、
常
以
無
絶
、
或
地
頭
、
或
宰
吏
、

称
検
断
寄
事
於
左
□
責
煩
黎
民
、
不
依
所
犯
之
軽
重
、
不
随
所
罪
之
有
無
、
或
号
過

料
、
搦
取
妻
子
、
或
巧
非
拠
、
抑
留
田
畠
、
民
之
歎
何
事
如
之
、
良
吏
致
廉
直
之
沙

汰
者
、
眼
代
何
有
非
法
之
張
行
哉
、
以
後
軽
犯
莫
処
重
科
、

一
、
可
停
神
人
・
諸
権
門
公
人
等
自
由
募
省
平
民
役
事
、

諸
社
神
人
・
所
々
寄
人
・
諸
権
門
公
人
等
、
請
作
公
田
、
雖
済
正
税
於
国
衙
、
不
勤

雑
事
於
国
司
、
尫
弱
平
民
、
云
課
役
、
云
人
夫
、
不
堪
其
責
、
偏
以
勤
仕
、
如
課
無

責
有
、
仍
或
侘
傺
、
或
逃
脱
、
縦
雖
為
霊
社
之
神
民
、
縦
雖
為
権
門
之
公
人
、
請
作

公
田
者
、
可
勤
民
役
歟
、
譬
同
龍
鱗
之
為
魚
鱗
、
如
鵬
翼
之
有
禽
翼
者
歟
、
何
以
他

所
之
領
、
可
勤
本
所
之
役
哉
、
難
勤
其
役
者
、
可
止
出
作
之
由
、
可
被
仰
下
歟
、
然

者
非
啻
窮
民
之
休
息
、
可
為
亡
国
之
興
複Ｃ
者
歟
、�

﹂

一
、
可
被
停
止
洛
中
洛
外
人
庶
煩
費
事
、

内
蔵
寮
・
御
厨
子
所
供
御
人
、
御
厩
・
御
服
所
寄
人
、
往
々
成
其
煩
、
家
々
致
其
費
、

或
於
市
壥
、
恣
奪
取
商
価
之
私
物
、
或
廻
□
衢
、
猥
充
催
稗
販
之
公
事
、
支
命
之
依

怙
失
之
、
隠
膚
之
衣
裳
不
全
、
又
院
中
釜
殿
・
執
柄
家
居
飼
等
、
号
山
口
抑
留
藮
客

之
薪
、
於
路
頭
掠
取
ｓ
夫
之
葛
、
如
此
之
類
多
有
其
聞
、
委
有
尋
沙
汰
、
可
被
罪
儀

歟
、
政
者
自
近
及
遠
、
先
自
洛
陽
之
人
家
、
■
及Ｃ
郡
□
之
民
烟
矣
、

諸
庄
ｐ
依
堺
相
論
、
被
遣
実
検
使
之
時
、
於
京
都
称
出
立
、
責
煩
雑
掌
、
於
庄
家
号

「
卅
四

」
�

恩

〔
右
、〕

彼

「
卅

五」

複

�

〔
街
ヵ
〕可

及

〔
薗
〕

供
給
、
精
好
公
民
、
広
博
之
地
者
、
雖
被
其
勤
、
狭
少
之
庄
者
、
不
堪
此
役
、
就
沙

汰
之
多
少
、
有
実
検
之
偏
頗
云
々
、
自
今
以
後
被
定
供
給
雑
事
之Ｃ
■
法
、
可
止
官

使
・
院
使
之
苛
酷
、

淀＊

川
津
料
者
、
寛
喜
高
野
大
塔
、
正
嘉
伝
法
院
、
任
申
請
被　

宣
下
、
有
沙
汰
被
止

了
、
今＊
依
金
峯
山
造
営
、
或
云
神
領
寺
領
、
或
云
公
物
私
物
、
諸Ｃ
冷
浪
適
着
岸
之
一

■
、
経
難
路
既
入
川
之
八
木
、
号
宣
旨
取
津
料
、
神
不
禀
非
礼
、
人
頻
被
愁
歎
、
勘

合
所
取
之
用
途
与
所
用
之
功
裡
、
強
無
不
足
者
、
漸
可
被
止
歟
、

倹
約
条
、

一
、
殿
上
四
位
以
下
褂
、
不
可
過
一
領
事
、

検
非
違
使
着
一
斤
染
之
時
、
重
着
白
衣
、
不
可
為
制
限
、�

﹂

一
、
五
節
出
仕
雲
客
、
不
可
重
着
二
小
袖
数
具
事
、

或
綾
、
或
練
貫
、
数
反
着
用
之
、
似
無
其
詮
、
不
可
過
一
反
、
壮
年
之
人
外
、
可
為

平
絹
歟
、

一
、
雑
色
人
数
事
、

賀＊
茂
祭
使
已
下
人
数
、
被
載
弘
長
制
苻
了
、
但
賜
当
色
日
外
、
尋
常
晴
之
時
、
如
木

雑
色
、
上
達
部
三
人
、
雲
客
已
下
二
人
、
不
可
有
不
足
歟
、

一
、
雲
客
小
舎
人
童
事
、

雑
色
、
着
当
色
日
之
外
、
於
尋
常
晴
者
可
為
一
人
歟
、

一
、
狩＊
衣
裏
引
糥
事
、

止
厚
引
可
為
薄
引
之
由
、　

宣
下
先
了
、
而
晴
時
不
分
別
厚
薄
、
其
躰
混
乱
、
皆
以

如
銀
薄
、
一
向
被
停
止
引
糥
者
、
無
犯
制
苻
之
疑
、
為
徒
倹
約
義
歟
、

一
、
可
被
停
止
大
刀
長
伏
輪
事
、

於
秋
霜
之
長
伏
輪
者
、
非
晴
日
之
職
掌
釼
歟
、
似
其
要
、
可
被
停
止
、 式

（
紀
伊
国
）

（
同
国
）

（
大
和
国
）

凌

葉

「
卅

六」
�

（
三
年
八
月
十
三
日
）

無
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一
、
車
内
金
物
、
除
要
須
所
外
、
可
停
止
事
、

一
、
僧
侶
輿
外
金
物
、
除
僧
正
・
法
務
外
、
同
可
停
止
事
、

已＊
上
、
雖
載
建
暦
・
寛
喜
之
制
、
不
載
建
長
・
弘
長
之
苻
、
早
任
二
代
之
厳
制
、
可

止
両
条
之
兼Ｃ
差
、

一
、
地
下
諸
大
夫
以
下
八
葉
車
、
竊
打
立
縁
、
可
停
止
事
、

近
来
地
下
凡
車Ｃ
之
輩
、
洛
中
往
反
之
時
、
八
葉
之
車
乗
、
猥
打
立
﹂縁
、
数
輩
之
牛

童
恣
好
過
差
、
所
懸
元Ｃ
美
絹
之
下
簾
、
所
具
者
美
服
之
中
間
、
其
身
雖
為
蓬
衡
、
其

躰
猶
似Ｃ
美
族
、
早
随
其
仁
可
止
立
縁
、
然
者
凡
類
定
品
貴
種
■
混
歟
、

一
、
検
非
違
使
後
朝
畏
申
下
部
饗
応
、
可
止
過
差
事
、

云
後
朝
、
云
畏
申
、
饗
応
之
儀
、
莫
太
之
営
云
々
、
依
之
雖
為
重
代
、
貧
者
不
任
之
、

雖
非
重
代
、
富
者
又
任
之
、
為
政
道
似
難
治
、
尤
以
折
中
之
法
、
可
定
向
後
之
成Ｃ
歟
、

一
、
二＊
会
三
会
已
講
幷
灌
頂
阿
闍
梨
・
■
所
饗
禄
事
、

雖
載
度
々
之
厳
制
、
猶
為
両
々
之
経
営
、
因
茲
式
目Ｃ
大
会
憲Ｃ
以
延
引
、
為
公
事
有
煩
、

為
法
会
何
益
、
委
有
沙
汰
可
被
省
略
、

右
、
明
王
之
倹
約
、
窮
民
之
■
恵
、
載
度
々
之
新
制
、
詳
代
々
之
旧
苻
、
就
中
弘
長
三

年　

宣
下
、
無
所
残
歟
、
都
鄙
有
一
揆
之
施
行
者
、
国
土
帰
太
平
之
徳
化Ｃ
、
仍
言
上
如

件
、
経
俊
誠
恐
頓
首
謹
言
、

　
　
　
　
　
　

文
永
三
年
二
月
十
日　

大
宰
権
帥
藤
原
経
俊
上

　
　
　
（
○
四
行
分
空
白
）�

﹂

〔
⑨
従
二
位
法
性
寺
顕
雅
意
見
状
案
〕

「
前
藤
宰
相
」

　
　

可
被
施
撫
民
化
事
、

右
、
去＊
年
十
二
月
廿
三
日
被
下
諸
国　

院
宣
、
見
其
大
較
、
二
任
一
度
可
遂
国
倹
、

（
二
年
三
月
二
十
二
日
）

（
三
年
十
一
月
三
日
）

（
五
年
七
月
十
二
日
）

過

「
卅

七」
�

卑

者

似

無

式

綱

日

空

恩

化

（
吉
田
）

「
卅

八」
�
（
端
書
）

〔
検
〕

凡
民
煩
、
田
数
正
税
可
注
進
者
、
伏
事
情
、
若
可
恤
窮
国
之
民
者
、
先
可
興
亡
弊
之

国
歟
、
徳
之
所
広
及
者
、
益
之
所
相
加
也
、
遥
訪
異
朝
之
風
、
桀
民
逢
殷
徳
、
紂
民

逢
周
徳
、
閑
憶
倭
国
之
俗
、
神
明
罸
契
、
皇
統
継
嗣
、
人
民
雖
同
和
漢
相
異
、
苛
酷

国
司
、
苛
酷
地
頭
、
共
責
共
煩
、
誠
以
何
為
、
但
上
古
朝
廷
択
良
吏
、
牧
宰
存
廉
恥
、

猶
遣
八
使
、
慰
問
万
民
、
今
時
巡
察
朝
使
不
下
向
、
郡
司
在
庁
令
注
進
、
若
是
不
詳

歟
、
所
以
者
何
、
去＊

弘
長
三
年
、
可
注
申
新
立
庄
園
之
由
、
被
下　

綸
旨
之
処
、
佐

渡
国
終
以
不
注
進
之
、
当
国
不
立
指
庄
園
、
令
減
多
公
田
、
是
則
守
護
地
頭
引
籠
門

田
屋
敷
、
未
聞
顚
倒
之
詞
、
猶
恐
威
勢
之
故
也
、
田
数
正
税
者
、﹂定
随
下
知
歟
、
被

尋
非
法
濫
訴
、
弥
難
注
進
言
上
歟
、
兼
又
於
二
任
国
倹
者
、
宰
吏
秩
満
、
限
年
遷
替
、

有
期
者
、
実
可
為
撫
民
、
数
箇
任
中
、
必
計
二
任
常
遂
其
節
、
国
弥
以
衰
、
民
倍Ｃ
以

弊
、
貪
吏
之
遂
国
倹Ｃ
、
偏
忘
公
平
、
多
失
公
田
云
々
、
猶
可
及
予
議
哉
、
就
之
思
之
、

択
定
廉
潔
朝
使
幷
国
使
等
、
相
副
関
東
御
使
、
先
遂
正
検Ｃ
、
不
堅
文
書
、
注
進
子
細
、

被
触
申
関
東
、
縦
為
神
社
仏
寺
之
寄
附
、
縦
為
権
門
勢
家
之
伝
領
、
其
勤
鄭
重
、
其

寄
殷
勤
者
、
不
妨
之
、
不
論
新
古
、
不
依
貴
賤
、
非
指
簡
要
者
、
顚
倒
之
、
於
守
護

地
頭
以
下
募
者
、
随
関
東
之
被
定
申
、
都
鄙
往
復
之
間
、
三
使
蹔
帰
洛
令
待
重
裁
定
、

田
畠
山
野
河
海
以
下
、
委
尋
捜
土
風
、
結
治
定
之
帳
、
一
通
納
置
官
底
、
一
通
留
置

国
衙
、
新
立
之
政
、
写
之
行
之
、
国
検
不
易Ｃ
易
者
、
田
租
不
失
墜
歟
、
天
下
中
興
、

兆
民
頼
矣
、
凡
撫
民
之
化
、
不
可
必
限
国
衙
之
郷
保
、
自
有
不
補
地
頭
之
庄
園
、
此

地
之
苛
酷
、
無
人
于
﹂憚
、
無
所
于
愬
、
倩
察
愁
苦
之
民
心
、
太
乖
惻
隠
之　

叡
襟
、

遍
有
沙
汰
、
宜
被
停
止
之
、
朝
端
被
施
有
截
之
徳
化
、
関
東
弥
致
無
偏
之
遵
行
、
抑

亦
率
土　

皇
民
、
何
用
何
捨
、
去＊
弘
長
三
年
被
下
格
制
、
寄
附
異
他
由
儲
相
伝
之
所
、

無
故
押
領
、
先
触
本
家
、
無
指
子
細
者
、
尋
究
道
理
、
可
返
付
庄
務
云
々
、
今
如
載

格
条
者
、
遮
可
有
决
断
歟
、
其
後
訟
獄
競
起
、
多
年
深
顧
徴
分
、
不
述
中
懐
、
斯
時

「
卅
九

」
�

〔
検
〕

倍

検

検

容

「
四十」

�

（
八
月
十
三
日
）

〔
緒
〕
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忽
捧
証
文
、
頻
経
上
奏
、
似
有
沙
汰
、
多
滞
載
報
、
東
西
馳
走
之
苦
、
上
下
文
書
之

煩
、
倍
於
令
未
出
之
前
歟
、
新
於
加
恩
賜
者
、
可
賞
於
累
徳
有
功
、
偏
至
枚
愁
訴
者
、

被
付
于
得
理
帯
証
、
可
脇
天
覆
地
載
之
徳
歟
、
先
尋
遠
民
、
続
加
覆
審
之
間
、
居
諸

推
移
、
人
心
自
懈
、
自
迎
及
遠
、
先
易
後
難
、
可
為
攘
災
招
福
之
計
哉
、

　
　

可
被
行
倹
約
事
、�

﹂

右
、
如＊
弘
長
制
苻
者
、
緇
素
貴
賤
、
麗
服
美
衣
、
従
類
員
数
、
祭
使
行
粧
、
禄
法
、

五
節⃝

棚
、
灌
仏
布
施
、
皆
禁
奢
侈
、
悉
止
過
差
、
大
略
無
所
■
歟
、
但
五
節
倹
約
、

遂
年
已
有
施
行
、
常
時
所
用
毎
物
、
可
為
庶
品
歟Ｃ
、
可
無
人
費
、
無
人
費
者
、
可
為

国
用
、
盖
有
細
流
成
海
、
飛
鹿Ｃ
成
山
之
喩
者
也
、
古＊
人
曰
、
立
制
設
随
、
自
上
破
之
、

令
下
效
之
云
々
、
又＊
曰
、
禁
止
事
繁
、
有
司
不
遑
、
申　

勅
公
卿
大
夫
百
官
諸
牧
、

各
慎
僭
濫
、
令
庶
民
知
節
制
云
々
、
近
仕
拝
趨
之
人
、
内
慎
之
者
、
先
疏
遠
隠
匿
之

類
、
外
慣
之
歟
、
先
以
慎
内
外
、
宜
令
華
夷
、
此
外
上
古
所
制
、
在
土
木
営
、
堂
宇

塔
婆
之
崇
、
仏
像
荘
厳
之
奇
、
猶
令
禁
之
、
尤
可
慎
歟
、
就
中
如＊
記
録
者
、
造
太
神

宮
之
間
、
新
造
舎
屋
制
之
、
深
守
恭
敬
之
志
、
可
垂
古
今
之
法
歟
、

以
前
両
事
、
大
概
如
斯
、
宜
以
此
趣
令
﹂洩
奏
給
、
顕
雅
誠
恐
頓
首
謹
言
、

　
　
　

文
永
三
年
正
月
十
三
日　

従
二
位
藤
原
顕
雅
上

　
　
（
○
二
行
分
空
白
）�

﹂

〔
⑩
左
大
史
小
槻
有
家
意
見
状
案
〕

「
有
家　
　

」

両
条
、

一
、
可
被
施
撫
民
術
事
、

右
、
民＊
惟
邦
本
、
本
固
国
寧
、
民
之
所
資
、
農
業
是
切
、
載
而
在
延
暦
苻
矣
、
省
傜
役
、

〔
裁
ヵ
〕

〔
今
ヵ
〕

〔
協
ヵ
〕

〔
近
〕

「
四十一」

�

櫛

漏

〔
逐
〕

者

塵

（
伊
勢
国
）

「
四十二」

�

（
法
性
寺
）

「
四十三」

�
（
端
書
）

有
家
宿
禰

Ｃ
Ｃ

〔
桑
〕

（
三
年
十
一
月
三
日
）

薄
賦
斂
、
撫
民
之
道
也
、
施
恵
化
於
民
間
、
断
非
法
於
境
内
、
可
協
此
議
歟
、
如
格
条

者
、
或
＊複
百
姓
傜
、
或
貧＊
乏
之
民
、
被
免
調
庸
、
或
老＊
丁
之
傜
、
永
従
寛
免
、
八
十
已

上
及
鰥
寡
孤
独
不
能
自
存
者
、
節
級
賜
物
、
或
遣＊
詔
使
問
民
苦
幷
訴
、
令＊
義
倉
之
物
給

養
之
、
皆
是
被
優
窮
民
之
謂
歟
、
就
中
飢
民
賑
給
、
飢
病
百
姓
用
稲
毎
国
有
差
、
而
近

代
謬
、
雖
課
過
分
之
役
、
頗
不
及
収
養
之
儀
歟
、
且
先＊
苻
云
、
近
年
之
間
、
諸
国
之
吏

加
率
徴
非
分
之
責
、
致
臨
時
課
役
之
費
云
々
、
加
之
、
勢＊
力
之
家
駈
使
百
姓
、
貧
窮
百

姓
无
仮
自
存
、
仮
其
勢
苦
百
姓
者
、
宜
厳
禁
断
之
旨
、
見
宝
亀
三
年
官
苻
、
又
諸＊
国
司

等
厥
政
多
僻
、
不
愧
撫
道
之
乖
方
、
百
姓
凋
弊
、
軄
而
斯
由
云
々
、
農＊
者
天
下
之
本
也
、

吏
者
民
之
父
母
也
、
択
差
国
司
恪
勤
尤
異
者
一
人
、
幷
郡
司
及
民
中
良
謹
有
誠
者
郡
別
﹂

一
人
、
専
当
其
事
、
先
以
粛
敬
禱
祀
境
内
有
験
神
祇
、
次
以
存
心
課
勧
部
下
百
姓
産
業
、

同
詳
恪
条
歟
、
所
詮
守
天
長
之
官
苻
、
任
弘
長
之　

綸
旨
、
偏
被
択
良
吏
者
、
争
不
施

撫
民
哉
、
又
天＊
長
元
年
八
月
官
苻
偁
、
諸
国
荒
田
令
民
耕
食
者
、
不
堪
佃
之
外
、
別
有

常
荒
田
、
百
姓
耕
作
、
国
司
徴
祖
、
民
畏
此
迫
、
常
憚
耕
食
云
々
、
一
畝
不
耕
、
一
戸

受
飢
、
若
有
不
耕
之
地
者
、
定
多
受
飢
之
人
歟
、
委
尋
探
、
令
耕
食
者
、
以
食
為
天
之

民
、
盍
唱
万
箱
之
詠
哉
、
又
承＊
和
七
年
二
月
官
苻
偁
、
王
臣
幷
富
家
百
姓
稲
穀
、
且
実

録
、
且
班
給
者
、
如
彼
状
者
、
実
録
富
家
之
財
、
借
貸
困
窮
之
徒
、
量
宜
制
権
、
随
時

施
化
、　

皇
王
令
範
、
古
今
嘉
猷
云
々
、
抑
令
施
薬
悲
田
院
等
療
養
病
者
孤
子
、
先
例

也
、
本
儀
也
、
令＊
左
右
看
督
近
衛
等
毎
旬
巡
検
彼
院
幷
東
西
悲
田
病
者
孤
子
多
少
有
無

安
否
、
有
見
路
辺
者
、
随
便
可
令
取
送
之
由
、
寛
平
八
年
被
下
官
苻
之
上
、
保
元
・
治

承　

綸
旨
稠
畳
者
歟
、
若
令
複
旧
規
者
、
専
可
為
最
要
哉
、

一
、
可
被
定
倹
約
事
、

右
、
建＊
長
度
預　

叡
問
之
時
、
所
存
之
趣
注
進
粗
畢
、
就
中
云
代
々
之
厳
制
、
云
度
々

之
議
奏
、
大
略
無
残
歟
、
瀉
彼
簡
要
、
宜
俾
布
告
歟
、
若
令
違
犯
輩
被
処
科
責
者
、
誰

〔
復
〕

〔
暇
〕

〔
其
仮
〕

（
十
月
十
四
日
）

「
四十四」

�

〔
勧
課
〕

〔
格
〕

（
三
年
八
月
十
三
日
）

（
二
十
日
）〔

租
〕

（
十
一
日
）

〔
豪
〕

〔
豪
〕

（
閏
正
月
十
七
日
）

（
二
年
十
月
八
日

（
三

ヵ
）

年
八
月
三
十
日
ヵ
）

（
五
年
ヵ
）

（
マ
ヽ
）
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不＊
知
厳
霜
之
可
粛
、
還
忘
薄
氷
之
将
危
哉
、
第
宅
・
衣
服
・
軒
騎
・
﹂僮
僕
之
類
、
有

近
代
過
差
事
者
、
且
守
先
蹤
、
且
随
高
卑
、
可
有
差
別
哉
、
兼
又
諸＊
司
諸
家
所
々
饗
宴

過
差
郡Ｃ
飲
違
制
、
岨
案
之
間
、
不
可
失
倹
約
、
盃
盤
之
内
、
不
可
作
盈
余
、
格
条
之
所

載
也
、
焼＊
尾
荒
鎮
之
禁
断
、
宜
守
貞
観
八
年
正
月
廿
三
日
苻
旨
歟
、

以
前
両
条　

綸
旨
、
依
難
遁
管
見
之
所
覃
言
上
如
件
、
凡
倹
約
者
、
治
国
之
政
、
安
民

之
謀
也
、
止
俗
之
奢
侈
、
救
民
之
窮
困
者
、
令＊
民
心
深
息
肩
之
悦
、
国
政
少
用
税
之
費

歟
、
上
以
仁
恩
導
之
者
、
下
承　

聖
徳
慎
之
者
歟
而
已
、
有
家
恐
惶
頓
首
謹
解
、

　
　
　

文
永
三
年
正
月
廿
五
日　

左
大
史
小
槻
有
家

　
　
　
（
○
三
行
分
空
白
）

〔
⑪
右
大
史
小
槻
秀
氏
意
見
状
案
〕

「
秀
氏
」

両
条
、

一
、
倹
約
事
、

地
白
直
垂
・
帷
・
小
袖
等
事
、

僧
俗Ｃ
童
部
直
垂
繡
以
下
過
差
事
、

上
下
諸
人
紫
小
袖
着
用
事
、

院
宮
王
臣
家
匜
盥
・
灯
台
止
蒔
絵
可
用
黒
漆
事
、

右
、
件＊
条
々
、
或
載
寛
喜
苻
、
或
在
建
長
制
、
年
月
指
移
、
施
行
漸
疎
、
重
可
被
禁
遏

歟
、
兼
又
弘
長
年
中
、
殊
有
﹂沙
汰
被
下
厳
制
、
其
内
倹
約
頗
無
所
残
歟
、
歴
年
不
幾
、

　

宣
下
在
近
、
固
守
彼
苻
可
被
遵
行
歟
、

一
、
撫
民
事
、

　
　

諸
国
臨
時
役
事
、

右
、
課
役
国
可
令
支
配
庄
土Ｃ
之
由
、
申
請
之
時
、
不
尋
先
例
被　

宣
下
歟
、
近
年
已
為

「
四十五」

�

〔
既
ヵ
〕

群

〔
俎
〕

（
頭
書
）

侶

（
三
年
十
一
月
三
日
）
（
五
年
七
月
十
二
日
）

（
三
年
八
月
十
三
日
）

「
四十六」

�

公

流
例
、
猶
依
国
随
事
可
有
裁
許
歟
、
可
被
息
民
肩
者
、
任＊
弘
長
苻
一
同
被
停
止
可
宜
歟
、

　
　

仰
左
右
衛
門
府
・
使
庁
等
可
被
停
止
雇
夫
事
、

右
、
官
行
事
所
・
蔵
人
所
等
所
召
仕
之
人
夫
者
、
是
京
戸
之
傜
丁
也
、
左
右
京
多
耕
作

田
畠
、
在
家
荒
蕪
、
仍
臨
公
事
之
期
、
仰
彼
府
幷
使
庁
被
雇
召
之
間
、
猥
所
搦
仕
往
還

之
人
民
也
、
倩
思
此
事
、
尤
為
民
歎
、
如＊

式
条
者
、
京
中
不
聴
営
水
田
、
但
大
路
辺
及

卑
湿
之
地
、
聴
殖
䓗
芹
之
類
、
不
得
広
溝
迫
路
者
、
中
古
以
来
、
追
失
民
戸
不
勧
夫
役
、

耕
作
田
畠
塞
要
路
之
輩
、
任
律
条
可
有
罪
科
、
然
而
庸
愚
之
者
、
不
知
此
意
、
若
称
非

法
歟
、
蹔
廻
優
恕
、
仰
京
軄
可
召
巷
所
之
人
夫
歟
、
但
軄
家
寄
事
於
左
右
、
成
人
煩
者
、

又
以
不
便
、
可
致
廉
直
沙
汰
之
由
、
殊
可
被
仰
下
歟
、

　
　

獄＊
囚
米
無
実
事
、

右
、
任
先
苻
之
旨
、
殊
可
被
興
行
歟
、

　
　

勾＊
引
人
幷
売
買
人
事
、�

﹂

右
、
窮
民
之
歎
、
罪
業
之
源
、
只
在
斯
事
、
任
代
々
制
苻
、
殊
可
有
沙
汰
歟
、

　
　

賑
給
事
、

右
、
如＊
天
長
格
者
、
諸
国
置
賑
給
飢
民
之
料
稲
、
従
時
賑
給
各
有
差
別
、
延＊
喜
・
天
暦

二
代
、
殊
又
有
厳
密
之
沙
汰
、
或
給
不
動
穀
、
或
給
正
税
稲
、
如
天
暦
年
中
者
、
故
差

遣
勅
使
、
令
行
其
事
、
又
代
々
明
主
差
使
問
民
苦
、
君
之
重
民
旧
例
如
斯
矣
、

以
前
両
条
、
依　

院
宣
勘
申
如
件
、

　
　
　

文
永
三
年
三
月
十
七
日　

右
大
史
小
槻
宿
禰
秀
氏

　
　
（
○
三
行
分
空
白
）

〔
⑫
大
外
記
清
原
良
季
意
見
状
案
〕

　
「
良
季
」

　

両
条
、

「
四十七」

�

（
十
年
七
月
六
日
）

（
醍
醐
天
皇
・
村
上

天
皇
）

（
頭
書
）
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撫
民
事
、

一
、
可
被
早
裁
决
衆
庶
訴
訟
事
、

一
、
可
被
興
行
施
薬
悲
田
等
院
事
、

一
、
可
被
優
窮
民
事
、

　
　

倹
約
事
、

一
、
可
被
停
上
下
衣
装
過
差
事
、�

﹂

一
、
可
被
禁
下
賤
輩
僭
上
事
、

右
、
代
々
訪
群
賢
■
議
、
度
々
下
制
苻
遵
行
、
且
文＊
治
・
弘
長
才
卿
以
下
多
上
意
見
、

云
古
云
今
、
定
無
遺
漏
歟
、
短
慮
易
迷
、
愚
案
難
■
、
此
上
事
不
遑
注
進
、
魏＊
徴
有
言
、

非
知
之
難
、
行
之
難
、
非
行
之
難
、
終
之
難
、
然
者
就
人
々
議

奏
、
商
量
其
叶　

時
議
之
条
目
、
被
下　

綸
言
、
号
令
出
而
不
反
、
賞
罸
直
而
不
変
者
、

人
和
神
悦
、
福
祚
無
疆
歟
、
仍
言
上
如
件
、

　
　
　

三
月
廿
四
日　

大
外
記
清
原
良
季

　
　
（
○
三
行
分
空
白
）

〔
⑬
大
炊
頭
兼
大
外
記
博
士
周
防
権
守
中
原
師
顕
意
見
状
案
〕

　
「
師
顕
」

　

両
条
、

一
、
撫
民
沙
汰
事
、

民＊
惟
国
本
、
々
固
国
寧
、
爰
撫
民
之
法
、
可
有
沙
汰
之
趣
、
雖
愚
案
、
輙
難
得
下
民
之

愁
者
、
只
在
所
務
之
非
法
歟
、
加
之
、
妨＊
農
時
以
使
之
、
忽
背
先
﹂哲
格
言
、
上
行
此

誡
、
下
不
従
者
、
有
何
詮
哉
、
被
専
遵
行
之
実
者
、
万
民
令
得
歓
心
歟
、
政
在
養
民
之

故
也
、

一
、
倹
約
間
事
、

「
四十八」

�

詳

（
三
年
）（
三
年
）

覃

（
文
永
三
年
）

（
頭
書
）

「
四十九」

�

倹
約
者
、
明
王
之
勝
躅
、
徳
政
之
要
枢
也
、
仍
可
禁
遏
之
条
々
、
載
而
見
代
々
制
格
、

就
此
賢
才
之
言
詞
、
鑒
古
量
今
、
無
遺
漏
之
篇
歟
、
其
内
猶
撰
無
要
之
費
、
不
可
緩
鳳

衙
之
旨
、
重
可
有
厳
密
之
沙
汰
哉
、
凡
驕
奢
招
過
之
道
、
倹
約
者
消
憂
之
計
也
、
短
慮

之
所
及
、
粗
以
如
斯
、

　
　

織
物
二
倍
綾
等
、
猶
可
被
切
磋
歟
事
、

　
　

紅
紫
二
色
併
用
尋
常
服
、
重
可
有
用
捨
歟
事
、

　
　

金
銀
珠
玉
餝
・
蒔
絵
・
伏
輪
類
、
神
物
外
殊
可
被
停
止
歟
事
、

　
　

絹
布
等
染
物
、
或
都
停
止
、
或
以
麁
品
可
為
先
事
、

　
　

侍
狩
衣
裏
、
晴
日
外
雖
有
其
制
、
猶
不
抅
之
、
可
有
沙
汰
事
、

　
　

同
薄
衣
、
不
論
芸
晴
停
綾
衣
、
可
用
平
絹
歟
事
、

　
　

雑
色
・
牛
飼
等
類
、
停
薄
衣
、
可
着
帷
歟
事
、

以
前
条
事
、
依
仰
注
申
之
、
凡
倹
約
事
、
被
下
度
々
厳
制
畢
、
巨
細
披
先
苻
、
彼
是
仰

合
武
家
、﹂犯
永
格
之
輩
、
殊
可
被
加
炳
誡
者
、
仍
言
上
如
件
、

　
　

文
永
三
年
正
月
廿
六
日　

大
炊
頭
兼
大
外
記
博
士
周
防
権
守
中
原
朝
臣
師
顕
上

　
　
（
○
十
五
行
分
空
白
）�

﹂

（
補
注
）

〔
①
西
園
寺
公
相
意
見
送
状
案
ヵ
〕

弘
長
之
□
符　

弘
長
三
年
（
一
二
六
三
）
八
月
十
三
日
公
家
新
制
（
以
下
、
弘
長
新
制
）。
全
四

一
ヶ
条
に
過
差
停
止
や
「
土
民
」
の
「
優
恤
」
の
条
項
を
含
む
。

〔
②
西
園
寺
公
相
意
見
状
案
〕

去
弘
長
三
年
新
制
内
、
国
司
可
撫
民
□
法
、
条
々
被
載
之
畢
、　

弘
長
新
制
に
、「
可
㆑
優─㆔
恤
同
土

民
不
㆓
安
堵
㆒
事
」「
可
㆑
停─㆓
止
役
夫
工
・
造
内
裏
以
下
、
先
例
有
㆑
限
勅
院
事
外
、
同
臨
時
徴
下
㆒

〔
褻
〕

「
五十」

�
「
五十一終
」
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事
」
等
が
あ
り
、「
太
守
」「
国
宰
」「
国
吏
」
に
よ
る
撫
民
を
定
め
る
。

如
格
条
者
、
依
右
大
臣
不
比
□
□
状
、
各
分
遣
八
使
、
…
…
被
裁
下
了
、　

天
長
元
年
（
八
二
四
）

八
月
二
十
日
太
政
官
符
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
第
七
・
公
卿
意
見
事
）「
一
、
遣
㆓
巡
察
使
㆒
事
」

に
「
右
大
臣
奏
状
」
を
引
用
し
て
「
古
者
分0

─㆓
遣
八
使

0

0

0

㆒、
巡─㆓
行
風
俗
㆒、
考0

㆓
牧
宰
之
治
否

0

0

0

0

0

㆒、
問0

㆓

人
民
之
疾
苦

0

0

0

0

0

㆒、
所─㆓
以
宣
㆑
風
展
㆑
義
挙0

㆑
善
弾

0

0

ｚ

違0

也
」
と
あ
る
。
天
長
元
年
の
右
大
臣
は
藤
原

冬
嗣
。

仕
民
以
時
者
、
先
賢
之
格
言
也
、　
「
使0

㆑
民
以

0

0

㆑
時0

」
は
『
論
語
』
学
而
第
一
に
あ
る
語
で
、
十
七

条
憲
法
以
下
に
も
た
び
た
び
見
え
る
。
ま
た
、『
論
語
集
解
』
に
「
作
㆑
事
使
㆑
民
、
必
以
㆓
其
時
㆒、

不
㆑
妨─㆓
奪
農
務
㆒
」
と
あ
る
。

如
令
条
々
、
役
丁
匠
皆
六
月
七
月
…
…
有
限
之
要
須
事
、
非
此
限
之
故
也
、　

養
老
賦
役
令
33
昼
作

夜
止
条
に
「
凡
役0

㆓
丁
匠

0

0

㆒
者
、
皆0

昼
作
夜
止
、
其
六
月
七
月

0

0

0

0

、
従0

㆑
午
至

0

0

㆑
未0

、
放
聴
㆓
休
息
㆒、

要
須

0

0

㆑
役
者
、
不
㆑
在
㆓
此
例
㆒
」
と
あ
る
。

至
于
倹
約
条
者
、
…
…
就
中
殊
弘
長
三
年
被
究
淵
底
、
有
其
沙
汰
、　

弘
長
新
制
は
「
一
、
可
㆑
停─㆓

止
緇
素
上
下
諸
人
服
飾
以
下
過
差
㆒
事
」「
一
、
可
㆑
停─㆓
止
五
節
過
差
㆒
事
」
な
ど
過
差
停
止
条

項
が
多
い
が
、
灯
台
等
の
蒔
絵
や
絹
障
子
の
停
止
は
な
く
、
建
暦
二
年
（
一
二
一
二
）
三
月
二

十
二
日
家
中
新
制
（『
玉
蘂
』
同
日
条
）
や
寛
喜
三
年
（
一
二
三
一
）
十
一
月
三
日
公
家
新
制

「
一
、
可
㆑
糺─㆓
定
上
下

0

0

諸
人
衣
服
員
数
幷
服
飾
過
差

0

0

0

0

㆒
事
」
に
あ
る
。

〔
③
洞
院
実
雄
意
見
状
案
〕

国
者
以
民
為
天
、　

延
喜
十
四
年
（
九
一
四
）
四
月
二
十
八
日
三
善
清
行
意
見
十
二
箇
条
（『
本
朝

文
粋
』
巻
第
二
・
意
見
封
事
）「
一
、
応
㆘
消
㆓
水
旱
㆒
求
㆗
豊
穣
㆖
事
」
に
「
国
以

0

0

㆑
民
為

0

0

㆑
天0

、
民

以
㆑
食
為
㆑
天
、
無
㆑
民
何
拠
、
無
㆑
食
何
資
」
と
あ
る
。

国
者
以
民
為
本
、　

承
和
八
年
（
八
四
一
）
閏
九
月
二
日
太
政
官
符
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
第
八
・

農
桑
事
）「
応
㆑
設
㆓
乾
㆑
稲
器
㆒
事
」
に
「
国
以

0

0

㆑
民
為

0

0

㆑
本0

、
民
以
㆑
食
為
㆑
天
」
と
あ
る
。
ま
た
、

『
論
語
』
学
而
第
一
「
節
養
而
愛
人
」
に
つ
い
て
『
論
語
集
解
』
に
「
国
以

0

0

㆑
民
為

0

0

㆑
本0

、
故
愛─㆓

養
之
㆒
也
」
と
あ
る
。

孔
子
曰
、
省
力
役
、
薄
賦
歛
、
則
民
富
矣
、　
『
孔
子
家
語
』
巻
第
三
・
賢
君
第
十
三
に
「
孔
子
曰

0

0

0

、

省0

㆓
力
役

0

0

㆒、
薄0

㆓
賦
歛

0

0

㆒、
則
民
富
矣

0

0

0

0

」
と
あ
り
、
保
延
元
年
（
一
一
三
五
）
七
月
二
十
七
日
藤
原

敦
光
変
異
疾
疫
飢
饉
盗
賊
等
勘
文
（『
本
朝
続
文
粋
』
巻
第
二
）
に
も
引
用
さ
れ
る
。

日
本
書
紀
曰
、
仁
徳
天
皇
御
宇
、
百
姓
既
貧
、
家
無
炊
者
、
除
三
年
課
役
、　
『
日
本
書
紀
』
巻
十

一
・
仁
徳
天
皇
四
年
に
「
春
二
月
己
未
朔
甲
子
、
詔
㆓
群
臣
㆒
曰
、
朕
登
㆓
高
台
㆒
以
遠
望
之
、
烟

気
不
㆑
起
㆓
於
域
中
㆒、
以
為
百
姓
既
貧

0

0

0

0

、
而
家
無

0

0

㆓
炊
者

0

0

㆒、
朕
聞
、
古
聖
王
之
世
、
人
人
誦
㆓
詠
徳

之
音
㆒、
家
家
有
㆓
康
哉
之
歌
㆒、
今
朕
臨
㆓
億
兆
㆒、
於
㆑
茲
三
年
、
頌
音
不
㆑
聆
、
炊
烟
転
疎
、
即
知
、

五
穀
不
㆑
登
、
百
姓
窮
乏
也
、（
中
略
）
三
月
己
丑
朔
己
酉
、
詔
曰
、
自
㆑
今
以
後
、
至
㆓
于
三
載

0

0

㆒、

悉
除0

㆓
課
役

0

0

㆒、
以
息
㆓
百
姓
之
苦
㆒
」
と
あ
る
。

寛
平
四
年
菅
家
勘
奏
済
窮
民
条
々
、
…
…
以
休
息
百
姓
之
例
役
云
々
、　

未
勘
。
寛
平
三
年
（
八
九

一
）
十
一
月
十
九
日
太
政
官
符
（『
政
事
要
略
』
巻
五
十
九
雑
徭
事
）
に
徭
役
半
免
の
こ
と
、
同

四
年
某
月
二
十
二
日
太
政
官
符
（
同
巻
五
十
三
雑
田
事
）
に
諸
国
田
祖
減
免
の
こ
と
が
見
え
る

が
、
菅
家
勘
奏
に
つ
い
て
は
見
え
な
い
。

漢
文
惜
十
家
之
産
、
太
宗
辞
一
閣
之
居
、　
『
貞
観
政
要
』
巻
第
六
・
論
倹
約
第
十
八
に
「
公
卿
奏
曰
、

依
㆑
礼
、
季
夏
之
月
、
可
㆔
以
居
㆓
台
榭
㆒、
今
盛
暑
未
㆑
退
、
秋
霖
方
始
、
宮
中
卑
湿
、
請
営
㆓
一0

閣0

㆒
以
居0

㆑
之
、
上
曰
、
朕
有
㆓
気
病
㆒、
豈
宜
㆓
下
湿
㆒、
若
遂
㆓
来
請
㆒、
糜
費
良
多
、
昔
漢
文

0

0

将
㆑
起
㆓

露
台
㆒、
而
惜0

㆓
十
家
之
産

0

0

0

0

㆒、
朕
徳
不
㆑
逮
㆓
于
漢
帝
㆒、
而
所
㆑
費
過
㆑
之
、
豈
謂
㆘
為
㆓
人
父
母
㆒
之

道
㆖
也
、
竟
不
㆑
許
」
と
あ
る
。
漢
の
文
帝
が
十
家
分
の
財
産
に
相
当
す
る
経
費
を
節
し
て
露
台

の
造
営
を
中
止
し
た
逸
話
に
ち
な
み
、
唐
の
太
宗
が
楼
閣
の
造
営
を
却
け
た
と
す
る
故
事
。

孝
文
皇
帝
詔
曰
、
無
乃
百
姓
之
従
事
…
…
因
茲
孝
皇
帝
□
三
年
禁
酤
酒
、　
『
漢
書
』
本
紀
・
文
帝

紀
の
後
元
年
（
前
一
六
三
）
条
に
「
夫
度
㆑
田
非
㆓
益
寡
㆒、
而
計
㆑
民
未
㆓
加
益
㆒、
以
㆑
口
量
㆑
地
、

其
於
㆑
古
猶
有
㆑
余
、
而
食
㆑
之
甚
不
㆑
足
者
、
其
咎
安
在
、
無0

㆘
乃
百
姓
之
従

0

0

0

0

0

㆓
事0

於
末0

㆒
以
害

0

0

㆑
農0

者
蕃

0

0

、
為0

㆓
酒
醪

0

0

㆒
以
靡

0

0

㆑
穀
者
多

0

0

0

、
六
畜
之
食
焉
者
衆
㆖
与
」
と
あ
る
。

後
漢
孝
和
帝
永
光
年
中
、
禁
沽
□
、　
『
後
漢
書
』
本
紀
・
孝
和
帝
紀
の
永
元
十
六
年
（
一
〇
四
）

二
月
条
に
「
詔
、
兗
・
予
・
徐
・
冀
四
州
、
比
年
雨
多
傷
㆑
稼
、
禁0

㆑
沽0

㆑
酒0

」
と
あ
る
。

祈
年
祭
□
□
、
任
式
文
殊
課
諸
国
、
厳
重
全
済
之
、　
『
延
喜
式
』
巻
第
三
・
臨
時
祭
に
諸
国
の
祭

料
負
担
を
定
め
る
。

〔
④
兵
部
卿
四
条
隆
親
意
見
状
案
〕

参
玉
砌
於
土
階
之
古
法　
『
貞
観
政
要
』
巻
第
一
・
君
道
第
一
に
「
若
成
功
不
㆑
毀
、
即
仍
㆓
其
旧
㆒、
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除
㆓
其
不
急
㆒、
損
㆑
之
又
損
、
雑
㆓
茅
茨
於
桂
棟
㆒、
参0

㆓
玉
砌
於
土
堦

0

0

0

0

0

㆒、
悦
以
使
㆑
人
、
不
㆑
竭
㆓
其

力
㆒、
常
念
㆓
居
㆑
之
者
逸
、
作
㆑
之
者
労
㆒、
億
兆
悦
以
子
来
、
群
生
仰
而
遂
㆑
性
、
徳
之
次
也
」
と

あ
る
。
桂
の
棟
木
や
玉
の
石
畳
な
ど
旧
来
の
豪
華
な
も
の
に
、
茅
や
茨
で
葺
い
た
屋
根
や
土
の

階
段
な
ど
質
素
な
も
の
を
接
い
で
用
い
る
と
い
う
、
不
急
の
奢
侈
を
戒
め
る
た
と
え
。

〔
⑤
前
大
納
言
二
条
資
季
意
見
状
案
〕

高
倉
院
御
宇
以
往
、
初
任
受
領
献
五
節
舞
姫　

五
節
舞
姫
を
献
じ
る
受
領
は
遷
任
の
国
司
が
相
応

し
い
と
さ
れ
た
が
、
応
保
元
年
（
一
一
六
一
）
に
は
「
遷
任
国
司
等
也
、
但
無
㆑
便
人
不
㆑
幾
、

仍
初
任
人
少
々
書
㆑
之
」（『
山
槐
記
』
同
年
九
月
三
十
日
条
）
と
あ
り
、
や
が
て
知
行
国
制
の
進

展
と
幼
年
受
領
の
増
加
に
よ
っ
て
初
任
の
受
領
に
よ
る
献
上
が
一
般
化
し
た
か
。
佐
藤
泰
弘「
五

節
舞
姫
の
参
入
」（『
甲
南
大
学
紀
要
文
学
編
』
一
五
九
）、武
藤
美
枝
子
「『
源
氏
物
語
』
と
『
平

家
物
語
』
の
五
節
舞
と
そ
の
周
辺
」（
学
位
論
文
・
法
政
大
学
）
参
照
。

綾
羅
之
文
、
染
色
之
法
、
載
而
在
式
条
、　
『
延
喜
式
』
巻
第
十
四
・
縫
殿
寮
を
指
す
か
。

宮
女
目
染
裳
、
馬
長
目
結
帷
、
先
規
已
存
、　
『
西
宮
記
』
巻
第
十
七
・
臨
時
四
（
女
装
束
）
等
に

執
翳
・
乳
母
代
・
女
蔵
人
の
装
束
と
し
て
「
目
染
裳
」
と
あ
る
。
ま
た
、『
山
槐
記
』
治
承
三
年

（
一
一
七
九
）
六
月
十
四
日
条
に
、
馬
長
童
の
装
束
と
し
て
「
浅
黄
蛙
手
目
結
帷
」
と
見
え
る
。

於
諸
司
解
文
者
、
任
式
文
不
可
用
薄
臭
紙
、　
『
延
喜
式
』
巻
第
五
十
・
雑
式
13
諸
司
解
文
条
に
「
凡

内
外
諸
司
解
文

0

0

0

0

、
不0

㆑
得
㆑
用0

㆓
薄
臭
紙

0

0

0

㆒、
其
字
必
令
㆓
分
明
㆒、
不
㆑
得
㆔
一
行
過
㆓
十
三
四
箇
字
㆒
」

と
あ
る
。

〔
⑥
附 

権
大
納
言
花
山
院
師
継
意
見
状
追
而
書
案
〕

五
節
減
妓
員
、
可
為
二
人
之
由
、
延
喜
年
中
式
部
大
輔
清
行
朝
臣
奏
之
、　

前
掲
延
喜
十
四
年
三
善

清
行
意
見
十
二
箇
条
「
一
、
請
㆑
減
㆓
五
節
妓
員
㆒
事
」
に
「
伏
望
、
択
㆓
良
家
女
子
未
㆑
婚
者
二

人
㆒、
置
為
㆓
五
節
妓
㆒
」
と
あ
る
。

〔
⑥
権
大
納
言
花
山
院
師
継
意
見
状
案
〕

二
会
三
会
講
師
幷
灌
頂
阿
闍
梨
・
綱
所
饗
禄
等
過
差
、
建
久
・
寛
喜
雖
有
制
符
、　

建
久
二
年
（
一

一
九
一
）
三
月
二
十
八
日
公
家
新
制
お
よ
び
寛
喜
三
年
十
一
月
三
日
公
家
新
制
に
「
一
、
可
㆑

停─㆓
止
二
会
三
会
已
講
幷
灌
頂
阿
闍
梨
・
綱
所
饗
禄
過
差
㆒
事
」
が
あ
り
、
前
者
は
法
勝
寺
大
乗

会
・
円
宗
寺
法
華
会
・
同
寺
最
勝
会
、
後
者
は
興
福
寺
維
摩
会
を
加
え
て
過
差
停
止
の
対
象
と

し
て
い
る
。

円
宗
寺
二
会
、
如
延
久
起
請
者
、
春
行
最
勝
会
、
秋
行
法
華
会
、　

延
久
四
年
（
一
〇
七
二
）
十
月

二
十
五
日
、
後
三
条
天
皇
の
行
幸
の
も
と
円
宗
寺
で
最
勝
・
法
華
両
会
を
初
め
て
行
い
、
以
後

春
に
最
勝
会
、
秋
に
法
華
会
と
し
た
。

物
各
有
上
中
下
之
三
品
、
直
亦
有
上
中
下
之
三
等
、
式
文
所
載
、　
『
延
喜
式
』
巻
第
四
十
二
・
東

西
市
司
4
増
直
条
に
「
凡
商
売
之
輩
、
沽
価
之
外
、
若
有
㆘
妄
増
㆓
物
直
㆒
者
㆖、
不
㆑
論
㆓
蔭
贖
㆒
登

時
見
決
」
と
あ
る
の
を
指
す
か
。

粗
聞
建
長
之
沙
汰
、　

建
長
五
年
（
一
二
五
三
）
七
月
十
二
日
公
家
新
制
を
指
す
か
。
た
だ
し
、
残

存
す
る
条
文
に
物
価
統
制
の
こ
と
は
見
え
な
い
。
水
戸
部
正
男
『
公
家
新
制
の
研
究
』、
佐
々
木

文
昭
『
中
世
公
武
新
制
の
研
究
』
参
照
。

源
不
深
而
望
流
之
遠
、
根
不
固
而
求
木
之
長　
『
貞
観
政
要
』
巻
第
一
・
君
道
第
一
第
四
章
に
魏
徴

の
諫
言
と
し
て
「
求
㆓
木
之
長
㆒
者
、
必
固
㆓
其
根
本
㆒、
欲
㆓
流
之
遠
㆒
者
、
必
浚
㆓
其
泉
源
㆒、
思
㆓

国
之
安
㆒
者
、
必
積
㆓
其
徳
義
㆒、
源
不

0

0

㆑
深
而
望

0

0

0

㆓
流
之
遠

0

0

0

㆒、
根
不

0

0

㆑
固
而
求

0

0

0

㆓
木
之
長

0

0

0

㆒、
徳
不
㆑
厚

而
思
㆓
国
之
治
㆒、
臣
雖
㆓
下
愚
㆒、
知
㆓
其
不
ｚ

可
㆑
得
也
」
と
あ
る
。
本
来
は
木
の
高
さ
に
根
の
固

さ
、
川
の
長
さ
に
水
源
の
深
さ
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
、
徳
の
篤
さ
が
統
治
に
必
要
で
あ
る
こ

と
を
説
い
た
こ
と
ば
。

銭
之
為
用
、
行
来
尚
矣
、　
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
四
年
（
七
六
〇
）
三
月
十
六
日
条
の
万
年
通

宝
新
鋳
の
勅
に
「
銭
之
為

0

0

0

㆑
用0

、
行0

㆑
之
已
久0

、
公
私
要
便
莫
㆑
甚
㆓
於
斯
㆒
」
と
あ
る
。

遷
有
無
而
得
宜
、
通
公
私
而
均
利
、　
『
日
本
後
紀
』
延
暦
十
五
年
（
七
九
六
）
十
一
月
八
日
条
の

隆
平
永
宝
新
鋳
の
詔
に
「
周
朝
撫
㆑
暦
、
肇
開
㆓
九
府
之
珍
㆒、
漢
室
膺
㆑
期
、
爰
設
㆓
三
官
之
貨
㆒、

用
能
遷0

㆓
有
無

0

0

㆒
以
均0

㆑
利0

、
通0

㆓
華
夷
㆒
而
得

0

0

㆑
宜0

、
済
㆑
民
之
要
須
、
乃
益
㆑
国
之
嘉
策
」
と
あ
り
、

ま
た
同
十
七
年
九
月
二
十
三
日
太
政
官
符
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
九
・
禁
制
事
）「
禁─㆓
断
貯
㆒

㆑
銭
事
」
に
「
用
㆑
銭
之
道
取
㆓
於
軽
便
㆒、
有
無
均

0

0

0

㆑
利0

彼
此
得0

㆑
宜0

者
也
」
と
あ
る
。

姫
周
有
九
府
、
劉
漢
有
三
官
、　

周
は
財
幣
を
司
る
官
と
し
て
大
府
・
玉
府
・
内
府
・
外
府
・
泉

府
・
天
府
・
職
内
・
職
金
・
職
幣
の
九
府
を
置
き
、漢
は
鋳
銭
の
た
め
上
林
苑
に
均
輸
・
鍾
官
・

弁
銅
の
三
官
を
置
い
た
と
さ
れ
る
。
前
項
も
参
照
。

不
宝
遠
物
者
、
書
之
格
言
也
、　
『
書
経
』
周
書
・
旅
獒
（
偽
古
文
）
に
太
保
の
召
公
が
武
王
に
語
っ
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た
こ
と
ば
の
う
ち
に
、「
不0

㆑
宝0

㆓
遠
物

0

0

㆒、
則
遠
人
格
、
所
㆑
宝
惟
賢
、
則
邇
人
安
」
と
あ
る
。

朝
無
癈
官
者
、
史
之
美
談
也
、　
『
漢
書
』
食
貨
志
上
に
「
士
農
工
商
四
民
有
㆑
業
、（
中
略
）
聖
王

量
㆑
能
授
㆑
事
、
四
民
陳
㆑
力
受
㆑
職
、
故
朝
亡

0

0

㆓
廃
官

0

0

㆒、
邑
亡
㆓
敖
民
㆒、
地
亡
㆓
曠
土
㆒
」
と
あ
る
。

天
平
勝
宝
年
中
、
金
銀
銅
三
銭
並
行
、　

天
平
宝
字
四
年
三
月
、
金
銭
開
基
勝
宝
、
銀
銭
大
平
元
宝
、

銅
銭
万
年
通
宝
の
発
行
を
指
す
。

易
不
云
乎
、
通
其
変
、
使
民
不
倦
、　
『
易
経
』
繫
辞
下
伝
第
二
章
（
五
）
に
「
神
農
氏
没
、
黄
帝

堯
舜
氏
作
、
通0

㆓
其
変

0

0

㆒、
使0

㆓
民
不

0

0

ｚ

倦0

、
神
而
化
㆑
之
、
使
㆓
民
宜
ｚ

之
」
と
あ
る
。
黄
帝
や
堯
舜

の
徳
政
が
時
勢
の
変
化
に
対
応
し
て
物
事
を
滞
り
な
く
通
じ
さ
せ
た
た
め
、
人
々
を
倦
怠
さ
せ

る
こ
と
が
な
か
っ
た
、
の
意
。

国
守
之
為
体
、
観
風
俗
、
問
百
年
、
…
…
憲
章
所
載
、　

養
老
戸
令
33
国
守
巡
行
条
に
「
凡
国
守

0

0

、

毎
㆑
年
一
巡─㆓
行
属
郡
㆒、
観0

㆓
風
俗

0

0

㆒、
問0

㆓
百
年

0

0

㆒、
録0

㆓
囚
徒

0

0

㆒、
理0

㆓
冤0

枉0

㆒、
詳
察0

㆓
政
刑
得
失

0

0

0

0

㆒、
知0

㆔

百
姓

0

0

所
㆓
患
苦

0

0

㆒、
敦
喩

0

0

㆓
五
教

0

0

㆒、
勧0

─㆓
務
農
功

0

0

0

㆒、
部
内
有

0

0

0

㆘
好
学
篤
道

0

0

0

0

、
孝
悌
忠
信

0

0

0

0

、
清
白

0

0

、
異
行

0

0

、

発─㆓
聞
於
郷
閭
㆒
者
㆖、
挙
而
進
之

0

0

0

0

、
有0

㆘
不
孝
悌
悖

0

0

0

0

㆑
礼0

、
乱0

㆑
常
不

0

0

㆑
率0

㆓
法
令

0

0

㆒
者0

㆖、
糺
而
縄
之

0

0

0

0

、

其
郡
境
内

0

0

0

0

、
田
疇
闢

0

0

0

、
産
業
脩

0

0

0

、
礼
教
設
、
禁
令
行
者

0

0

00

0

0

0

0

、
為0

㆓
郡
領
之
能

0

0

0

0

㆒、
入
㆓
其
境
㆒、
人
窮
遺

0

0

0

、

農
事
荒

0

0

0

、
姧
盗
起

0

0

0

、
獄
訟
繁
者

0

0

0

0

、
為0

㆓
郡
領
之
不

0

0

0

0

㆒
」
と
あ
る
。

而
今
淳
源
已
遠
、
為
国
不
撰
人
、
薄
俗
逾
滋
、　
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
四
年
（
八
六
二
）
三
月

二
十
六
日
条
の
出
挙
に
関
す
る
詔
に
、「
百
王
不
易
之
政
」
が
形
骸
化
し
て
い
る
こ
と
を
嘆
い
て

「
方
今
淳
源
已
遠

0

0

0

0

0

、
薄
俗
逾
滋

0

0

0

0

、
不
欺
之
徳
罕
㆑
聞
」
と
あ
る
。

国
家
之
敗
、
由
官
邪
也
、
官
之
失
徳
、
竉
賂
彰
也
、　
『
春
秋
左
氏
伝
』
桓
公
二
年
（
前
七
一
〇
）

に
魯
の
大
夫
臧
哀
伯
が
桓
公
を
諫
め
た
こ
と
ば
と
し
て
「
国
家
之
敗

0

0

0

0

、
由0

㆓
官
邪

0

0

㆒
也0

、
官
之
失

0

0

0

㆑

徳0

、
竉
賂
章
也

0

0

0

0

」
と
あ
る
。

古
賢
曰
、
被
許
重
任
者
、
在
非
常
之
功
勲
云
々
、　
『
北
山
抄
』
巻
第
十
・
吏
途
指
南
「
延
任
・
重

任
事
」
に
「
抑
興─㆓
復
亡
国
㆒、
弁
済
不
㆑
懈
、
或
及
㆓
任
終
㆒、
逢
㆓
官
舎
焼
亡
等
㆒
之
輩
、
邂
逅
可

㆑
有
㆓
延
任
之
恩
㆒、
須
㆑
勘
㆓
任
中
所
済
㆒、
然
後
計
㆑
之
、
至
㆓
于
重
任

0

0

㆒
可
㆑
在0

㆓
非
常
之
功
勲

0

0

0

0

0

㆒
歟
」

と
あ
る
。

凡
脩
良
之
吏
、
可
被
賞
之
、
…
…
天
仁
年
中
大
宰
権
帥
匡
房
卿
議
奏
、
尤
為
簡
要
歟
、　

未
勘
。『
玉

葉
』
文
治
三
年
（
一
一
八
七
）
五
月
二
十
三
日
条
に
「
中
古
永
延
以
後
、
天
仁
以
往
、
有
㆓
意
見

封
事
㆒、
天
永
元
年
白
川
院
被
㆑
召
㆓
堀
川
左
大
臣
幷
匡
房
卿
等
㆒、
即
就
㆑
状
有
㆓
沙
汰
㆒
」
と
あ
る

の
が
か
か
わ
る
か
。

諺
田
、
俗
無
良
医
、
枉
死
者
半
、
拙
医
病
、
不
若
不
療
云
々
、　
『
新
修
本
草
』
序
例
に
「
諺0

言0

、

俗
無

0

0

㆓
良
医

0

0

㆒、
枉
死
者
半

0

0

0

0

、
拙
医

0

0

療
㆑
病0

、
不0

㆑
如0

㆓
不
療

0

0

㆒
」
と
あ
る
。

秦
医
之
誉　
『
春
秋
左
氏
伝
』
成
公
十
年
（
前
五
八
一
）
五
月
条
に
、
秦
の
桓
公
が
病
中
の
晋
の
景

公
の
求
め
に
応
じ
て
派
遣
し
た
医
師
緩
が
、
景
公
よ
り
良
医
と
賞
さ
れ
た
故
事
が
あ
る
。
秦
の

医
師
緩
が
「
肓
之
上
、
膏
之
下
」（「
病
膏
肓
に
入
る
」
の
元
）
と
言
い
当
て
た
景
公
の
病
根
は
、

景
公
が
夢
想
で
得
た
と
お
り
で
あ
っ
た
と
い
う
。

天
地
之
性
、
人
為
貴
、
人
之
行
、
莫
大
於
孝
、　
『
孝
経
』
聖
治
章
第
十
に
、
曽
子
の
「
聖
人
之
徳
、

亡
㆔
以
加
㆓
於
孝
㆒
乎
」
と
い
う
問
い
に
孔
子
が
「
天
地
之
性

0

0

0

0

、
人
為

0

0

㆑
貴0

、
人
之
行

0

0

0

、
莫0

㆑
大0

㆓
於0

孝0

㆒
」
と
答
え
た
と
あ
る
。

昔
明
王
事
孝
、
故
事
天
明
、
事
毎
孝
、
故
事
地
察
、　
『
孝
経
』
応
感
章
第
十
七
に
「
昔0

者
、
明
王

0

0

事0

㆑
父
孝0

、
故
事

0

0

㆑
天
明

0

0

、
事0

㆑
母
孝

0

0

、
故
事

0

0

㆑
地
察

0

0

」
と
あ
る
。

愛
敬
尽
於
事
親
、
而
徳
教
加
於
百
姓
、
刑
於
四
海
、　
『
孝
経
』
天
子
章
第
二
に
「
愛
㆑
親
者
、
弗
㆔

敢
悪
㆓
於
人
㆒、
敬
㆑
親
者
、
弗
㆔
敢
慢
㆓
於
人
㆒、
愛
敬
尽

0

0

0

㆓
於
事

0

0

ｚ

親0

、
然0

後
徳
教
加

0

0

0

㆓
於
百
姓

0

0

0

㆒、
刑0

㆓

於
四
海

0

0

0

㆒、
蓋
天
子
之
孝
也
」
と
あ
る
。

先
王
有
至
徳
要
道
、
以
訓
天
下
、
民
用
和
睦
、
上
下
無
怨　
『
孝
経
』
開
宗
明
義
章
第
一
に
「
先
王

0

0

有0

㆓
至
徳
要
道

0

0

0

0

㆒、
以
訓

0

0

㆓
天
下

0

0

㆒、
民
用
和
睦

0

0

0

0

、
上
下
亡

0

0

0

㆑
怨0

」
と
あ
る
。

如
式
条
者
、
諸
司
整
幣
物
、
天
子
致
拝
礼
、
奉
献
之
儀
、
太
以
厳
密
、　
『
延
喜
式
』
巻
第
一
〜
八
・

神
祇
の
各
条
を
指
す
か
。

縦
雖
非
式
数
、
可
被
加
懇
念
、
…
…
先
日
雖
載
制
符
、
去
年
猶
有
陵
怠
歟
、　

弘
長
新
制
の
「
一
、

可
㆑
令
㆓
諸
社
奉
幣
使
公
卿
四
位
五
位
等
結
番
㆒
事
」「
一
、
可
㆑
令
㆔
慥
参─㆓
着
本
社
㆒
同
使
幷
幣
物

事
」
が
奉
幣
使
・
荷
前
使
等
の
怠
慢
や
衛
士
に
よ
る
代
参
を
禁
じ
る
。

春
草
暮
兮
秋
風
驚
、
秋
風
罷
兮
春
草
生
、　
『
文
選
』
所
収
の
江
淹
（
文
通
）「
恨
賦
」
に
、
人
の
死

の
免
れ
得
な
い
こ
と
を
嘆
い
て
「
春
草
暮
兮
秋
風
驚

0

0

0

0

0

0

0

、
秋
風
罷
兮
春
草
生

0

0

0

0

0

0

0

、
綺
羅
畢
兮
池
館
尽
、

琴
瑟
滅
兮
丘
壟
平
」
と
あ
る
。

近
代
有
祭
髑
髏
称
仏
法
之
輩
…
…
不
加
禁
遏
者
、
殆
及
陵
廟
歟
、　

鎌
倉
後
期
に
「
髑
髏
法
」
等
と
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呼
ば
れ
る
人
の
頭
骨
を
用
い
た
修
法
が
一
部
で
流
行
し
、
取
り
締
ま
り
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

『
民
経
記
』
文
永
四
年
（
一
二
六
七
）
十
一
月
二
十
四
日
条
、『
外
記
日
記
（
新
抄
）』
弘
安
十
年

（
一
二
八
七
）
五
月
二
十
二
日
条
、『
実
躬
卿
記
』
正
応
六
年
（
一
二
九
三
）
四
月
十
二
日
条
に

髑
髏
法
や
頭
骨
に
よ
る
造
仏
、
天
皇
陵
か
ら
の
頭
骨
盗
掘
の
記
事
が
あ
る
。
桃
裕
行
「
髑
髏
法

と
寿
限
」（『
暦
法
の
研
究 

下
』）、
佐
々
木
雷
太
「
鎌
倉
後
期
に
お
け
る
「
髑
髏
法
」」（『
水
門
』

三
〇
）
参
照
。

昔
赤
眉
堀
漢
陵
、　

新
末
に
勃
発
し
た
赤
眉
の
乱
は
、
前
漢
諸
帝
の
陵
墓
を
盗
掘
し
た
と
さ
れ
る
。

『
後
漢
書
』
列
伝
第
一
・
劉
盆
子
伝
に
「
発─㆓
掘
諸
陵
㆒、
取
㆓
其
宝
貨
㆒、
遂
汚─㆓
辱
呂
后
屍
㆒
」
と

あ
る
。

賢
相
才
卿
詞
於
縹
囊
、
先
格
後
符
巻
盈
緗
帙
、　
『
文
選
』
序
（
蕭
統
）
の
「
詞
人
才
子
、
則
名
溢
㆓

於
縹
嚢

0

0

0

㆒、
飛
文
染
翰
、
則
巻
盈

0

0

㆓
乎
緗
帙

0

0

㆒
」
に
よ
る
か
。
縹
嚢
は
薄
青
色
の
袋
、
緗
帙
は
浅
黄

色
の
帙
で
と
も
に
書
物
を
収
め
る
容
器
。

云
建
長
云
弘
長
、
或
撫
民
或
倹
約
、
…
…
大
較
無
所
残
、　

建
長
五
年
七
月
十
二
日
公
家
新
制
は
条

文
未
詳
、
弘
長
新
制
は
過
差
停
止
や
臨
時
課
役
の
停
止
な
ど
を
定
め
る
。
本
記
述
よ
り
前
者
に

も
撫
民
・
倹
約
に
関
す
る
詳
細
な
条
項
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

不
臨
深
渓
、
不
知
地
之
厚
、　
『
荀
子
』
巻
第
一
・
勧
学
篇
第
一
に
「
不
㆑
登
㆓
高
山
㆒、
不
㆑
知
㆓
天
之

高
㆒
也
、
不0

㆑
臨0

㆓
深0

谿0

㆒、
不0

㆑
知0

㆓
地
之
厚

0

0

0

㆒
也
、
不
㆑
聞
㆓
先
王
之
遺
言
㆒、
不
㆑
知
㆓
学
問
之
大
㆒
也
」

と
あ
り
、
本
来
は
学
問
の
必
要
性
を
説
い
た
こ
と
ば
で
あ
る
。

漢
帝
問
銭
米
陳
平
、　
『
史
記
』
世
家
・
陳
丞
相
世
家
第
二
十
六
に
、
漢
の
文
帝
が
「
天
下
一
歳
決

獄
幾
何
」「
天
下
一
歳
銭
穀
出
入
幾
何
」
を
問
い
、
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
右
丞
相
の
周
勃
に
替

わ
っ
て
左
丞
相
の
陳
平
が
「
陛
下
即
問
㆓
決
獄
㆒、
責
㆓
廷
尉
㆒、
問
㆓
銭
穀
㆒、
責
㆓
治
粟
内
史
㆒
」
と

そ
れ
ぞ
れ
に
担
当
官
の
い
る
こ
と
を
答
え
た
、
と
あ
る
。

孟
軻
問
子
思
曰
、
堯
舜
文
武
之
道
、
…
…
悪
有
不
致
者
乎
、　
『
子
思
子
』
外
篇
巻
之
七
に
「
孟
軻

0

0

問0

㆓
子
思

0

0

㆒
曰0

、
堯
舜
文
武
之
道

0

0

0

0

0

0

、
可0

㆓
力
而
致

0

0

0

㆒
乎0

、
子
思
曰

0

0

0

、
彼
人
也

0

0

0

、
我
人
也

0

0

0

、
称0

㆓
其
言

0

0

㆒、

履0

㆓
其
行

0

0

㆒、
夜
思

0

0

㆑
之0

、
昼
行

0

0

㆑
之0

、
滋
滋
焉

0

0

0

、
汲
汲
焉

0

0

0

、
如0

㆓
農
之
赴

0

0

0

㆑
時0

、
商
之
趣

0

0

0

ｚ

利0

、
悪
有

0

0

㆓

不0

㆑
至
者

0

0

㆒
乎0

」
と
あ
る
。

〔
⑦
民
部
卿
勘
解
由
小
路
経
光
意
見
状
案
〕

左
伝
曰
、
夙
興
夜
寐
、
朝
夕
臨
政
、
此
以
知
其
恤
、　
『
春
秋
左
氏
伝
』
襄
公
二
十
六
年
（
前
五
四

七
）
に
、
蔡
の
声
子
が
善
政
を
説
い
た
こ
と
ば
と
し
て
「
夙
興
夜
寐
、
朝
夕
臨

0

0

0

00

0

0

0

㆑
政0

、
此
以
知

0

0

0

㆓

其
恤

0

0

ｚ

民
也
」
と
あ
る
。
本
来
は
賞
刑
の
執
行
あ
わ
せ
て
「
礼
之
大
節
」
と
説
く
も
の
。

説
菀
曰
、
堯
存
心
於
天
下
、
加
志
於
窮
民
、　
『
説
苑
』
巻
第
一
・
君
道
に
「
河
間
献
王
曰
、
堯
存

0

0

㆓

心
於
天
下

0

0

0

0

㆒、
加0

㆓
志
於
窮
民

0

0

0

0

㆒、
痛
㆓
万
姓
之
罹
ｚ

罪
、
憂
㆓
衆
生
之
不
ｚ

遂
也
」
と
あ
る
。

貞
観
政
要
曰
、
毎
一
食
、
念
稼
穡
之
艱
難
、
毎
一
衣
、
思
紡
績
之
辛
苦
云
々
、　
『
貞
観
政
要
』
巻

第
四
・
教
誡
太
子
諸
王
第
十
一
第
五
章
に
、
唐
の
太
宗
が
宰
相
の
房
玄
齢
に
語
っ
た
こ
と
ば
と

し
て
、「
朕
毎0

㆓
一
食

0

0

㆒、
便
念0

㆓
稼
穡
之
艱
難

0

0

0

0

0

㆒、
毎0

㆓
一
衣

0

0

㆒、
則
思0

㆓
紡
績
之
辛
苦

0

0

0

0

0

㆒
」
と
あ
る
。

堯
王
天
下
之
時
、
金
銀
珠
玉
弗
服
、
…
…
宮
恒
室
屋
弗
崇
、
茅
茨
ｑ
不
剪
、　
『
六
韜
』
文
韜
盈
虚

第
二
に
、
太
公
望
呂
尚
が
周
の
文
王
に
語
っ
た
こ
と
ば
と
し
て
「
帝
堯
王

0

0

㆓
天
下

0

0

㆒
之
時

0

0

、
金
銀

0

0

珠
玉
不

0

0

0

㆑
飾0

、
錦0

繡0

文
綺
不

0

0

0

㆑
衣0

、
奇
怪
珍
異
不

0

0

0

0

0

㆑
視0

、
玩
好
之
器
不

0

0

0

0

0

㆑
宝0

、
淫
佚
之
楽
不

0

0

0

0

0

㆑
聴0

、

宮
垣
屋
室
不

0

0

0

0

0

㆑
堊0

、
甍
桷
椽
楹
不
㆑
斵
、
茅
茨
徧

0

0

0

㆑
庭
不

0

0

㆑
剪0

、
鹿
裘
禦
㆑
寒
、
布
衣
掩
㆑
形
、
糲
粱

之
飯
、
藜
藿
之
羹
、
不
㆘
以
㆓
役
作
之
故
㆒
害
㆗
民
耕
織
之
時
㆖、
削
㆑
心
約
㆑
志
、
従
㆓
事
乎
無
為
㆒
」

と
あ
る
。

夏
禹
者
菲
其
衣
、　
『
論
語
』
泰
伯
第
八
に
「
子
曰
、
禹
吾
無
㆓
間
然
㆒
矣
、
菲0

㆓
飲
食
㆒、
而
致
㆓
孝
乎

鬼
神
㆒、
悪
㆓
衣
服
㆒、
而
致
㆓
美
乎
黻
冕
㆒、
卑
㆓
宮
室
㆒、
而
尽
㆓
力
乎
溝
洫
㆒
」、『
貞
観
政
要
』
巻
第

六
・
論
奢
縦
第
二
十
五
第
三
章
に
も
「
昔
唐
堯
茅
茨
土
階
、
夏
禹

0

0

悪
衣
菲

0

0

食
」
な
ど
と
あ
り
、

本
来
は
「
食
を
菲うす
く
す
」「
衣
を
悪
し
く
す
」
と
対
応
す
る
。

魏
武
者
却
其
床
、　

未
勘
。「
魏
武
」
は
曹
操
を
指
そ
う
が
、
類
す
る
故
事
は
管
見
に
触
れ
な
い
。

『
貞
観
政
要
』
巻
第
二
・
任
賢
第
三
第
三
章
に
、
病
臥
し
た
唐
の
魏
徴
に
、
太
宗
が
日
ご
ろ
の
魏

徴
の
倹
約
に
鑑
み
て
質
素
な
寝
具
を
与
え
た
と
い
う
話
、
同
巻
第
六
・
論
奢
縦
第
二
十
五
第
二

章
に
、
奢
侈
を
好
む
郭
孝
格
の
所
持
し
て
い
た
「
金
床
華
帳
充
具
」
を
太
宗
が
阿
史
那
社
爾
に

与
え
た
が
、
社
爾
は
受
け
取
ら
な
か
っ
た
と
い
う
話
が
あ
る
。

唐
太
宗
捐
一
殿
之
材
、
漢
文
帝
惜
十
家
之
産
、　

③
に
既
出
。

上
下
服
飾
之
過
差
、
緇
素
従
類
之
員
数
、
代
々
符
旨
一
々
炳
焉
、
其
上
近
年
又
度
々
宣
下
、　

建
暦

二
年
三
月
二
十
二
日
公
家
新
制
に
「
一
、
可
㆑
糺─㆓
定
緇
素
上
下

0

0

諸
人
服
飾
過
差

0

0

0

0

㆒
事
」「
一
、
可

㆑
糺─㆓
定
緇
素

0

0

男
女
従
類
員
数

0

0

0

0

㆒
事
」、
寛
喜
三
年
十
一
月
三
日
公
家
新
制
に
「
一
、
可
㆑
糺─㆓
定
上0
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下0

諸
人
衣
服
員
数
幷
服
飾
過
差

0

0

0

0

㆒
事
」「
一
、
可
㆑
糺─㆓
定
緇
素

0

0

男
女
従
類
員
数

0

0

0

0

㆒
事
」、
弘
長
新
制

に
「
一
、
可
㆑
停─㆓
止
緇
素
上
下

0

0

諸
人
服
飾

0

0

以
下
過
差

0

0

㆒
事
」「
一
、
可
㆑
糺─㆓
定
緇
素
従
類
員
数

0

0

0

0

0

0

㆒

事
」
が
あ
る
な
ど
、
類
似
の
条
項
は
数
多
い
。

〔
⑧
大
宰
権
帥
吉
田
経
俊
意
見
状
案
〕

君
以
民
為
体
、
民
以
君
為
心
、　
『
礼
記
』
緇
衣
第
三
十
三
に
「
民
以

0

0

㆑
君
為

0

0

㆑
心0

、
君
以

0

0

㆑
民
為

0

0

㆑
体0

、

心
荘
則
体
舒
、
心
粛
則
容
敬
、
心
好
㆑
之
、
身
必
安
㆑
之
、
君
好
㆑
之
、
民
必
欲
㆑
之
」
と
あ
る
。

堯
舜
之
民
、
非
生
而
治
、
桀
紂
之
民
、
非
生
而
乱
、　
『
管
子
』
巻
第
九
・
霸
言
第
二
十
三
に
「
堯0

舜
之

0

0

人
、
非

0

0

㆓
生
而
理

0

0

0

㆒
也
、
桀
紂
之

0

0

0

人
、
非0

㆓
生
而
乱

0

0

0

㆒
也
、
故
理
乱
在
㆑
上
也
」、『
太
平
御
覧
』

巻
六
百
二
十
四
・
治
道
部
五
政
治
三
に
右
の
『
管
子
』
を
引
い
て
「
堯
舜
之
民
、
非

0

0

0

00

0

㆓
生
而
治

0

0

0

㆒、

桀
紂
之
民
、
非

0

0

0

00

0

㆓
生
而
乱

0

0

0

㆒、
治
乱
在
㆑
上
也
」
と
あ
る
。

任
久
安
元
年
宣
旨
、
…
…
可
被
加
炳
誡
之
由
、
可
被
仰
下
歟
、　
『
本
朝
世
紀
』
久
安
元
年
（
一
一

四
五
）
七
月
二
十
八
日
条
に
彗
星
出
現
に
と
も
な
う
「
新
制
九
箇
条
宣
旨
」
の
発
布
が
見
え
る

が
、
条
文
未
詳
。
ま
た
、
建
久
二
年
三
月
二
十
二
日
公
家
新
制
「
一
、
可
㆑
令
㆜
下─㆓
知
諸
司
所
㆒々、

停─㆛
止
諸
国
済
物
、
一
年
中
催─㆚
済
一
任
納
物
㆙
事
」
が
「
久
安
・
保
元
之
制
」
に
触
れ
る
。

唐
太
宗
者
、
恒
思
百
姓
事
、
…
…
在
官
如
有
善
事
、
亦
具
列
名
下
云
々
、　
『
貞
観
政
要
』
巻
第
三
・

論
択
巻
第
七
第
二
章
に
、
唐
の
太
宗
が
侍
臣
に
語
っ
た
こ
と
ば
と
し
て
「
朕
毎
夜
恒
思

0

0

㆓
百
姓

0

0

間

事0

㆒、
或
至

0

0

㆓
夜
半

0

0

㆒
不0

㆑
寐0

、
唯0

恐
㆘
都
督
刺
史
堪

0

0

0

0

0

㆑
養0

㆓
百
姓

0

0

㆒
以
否

0

0

㆖、
故0

於
㆓
屛
風
上

0

0

0

㆒、
録0

㆓
其
姓

0

0

名0

㆒、
坐
臥
恒
看

0

0

0

0

、
在0

㆑
官
如
有

0

0

0

㆓
善
事

0

0

㆒、
亦
具
列

0

0

0

㆓
於
名
下

0

0

㆒
」
と
あ
る
。

食
少
調
有
余
相
給
、
以
均
諸
侯　
『
史
記
』
本
紀
・
夏
本
紀
第
二
に
禹
の
政
治
の
ひ
と
つ
と
し
て

「
食
少
調

0

0

0

㆑
有0

㆑
余
相
給

0

0

0

、
以
均

0

0

㆓
諸
侯

0

0

㆒
」
と
あ
る
。

食
者
民
之
天
、　

前
掲
承
和
八
年
閏
九
月
二
日
太
政
官
符
「
応
㆑
設
㆓
乾
㆑
稲
器
㆒
事
」
の
「
民
以
㆑
食

為
㆑
天
」
に
よ
る
か
。

農
者
国
之
本
、　
『
帝
範
』
務
農
篇
の
「
夫
食
為
㆓
人
天
㆒、
農0

為
㆓
政
本0

㆒
」、
あ
る
い
は
『
史
記
』
本

紀
・
孝
文
本
紀
三
年
（
前
一
七
八
）
正
月
条
の
「
上
曰
、
農0

天
下
之
本

0

0

、
其
開
㆓
籍
田
㆒、
朕
親
率

耕
、
以
給
㆓
宗
廟
粢
盛
㆒
」、
同
十
三
年
条
の
「
上
曰
、
農0

天
下
之
本

0

0

、
務
莫
㆑
大
㆑
焉
」
な
ど
に

よ
る
か
。
神
護
景
雲
元
年
（
七
六
七
）
四
月
二
十
四
日
勅
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
第
八
・
農
桑
事
）

に
も
「
夫
農
者

0

0

天
下
之
本

0

0

也
」
と
あ
る
。

如
格
条
者
、
常
荒
田
百
姓
耕
作
、
六
年
之
後
徴
祖
云
々
、　

天
長
元
年
八
月
二
十
日
太
政
官
符
（『
類

聚
三
代
格
』
巻
第
八
・
農
桑
事
）「
応
㆔
諸
国
荒
田
令
㆓
民
耕
食
㆒
事
」
に
「
夫
除
㆓
不
堪
佃
㆒
之
外
、

別
有
㆓
常
荒
田

0

0

0

㆒、
百
姓
耕
作

0

0

0

0

、
国
司
徴
㆑
租
、
民
畏
㆓
此
迫
㆒、
常
憚
㆓
耕
食
㆒、
伏
望
、
一
身
之
間
、

永
聴
㆓
耕
食
㆒、
但
六
年
之
後
徴

0

0

0

0

0

㆑
租0

如
㆑
法
」
と
あ
る
。

刑
法
者
邦
国
之
雷
霆
、
恩
沢
者
帝
王
之
雨
露
也
、　
『
唐
書
』
列
伝
第
百
二
十
九
・
崔
昭
緯
に
、
昭

宗
が
専
横
な
崔
昭
緯
の
処
罰
を
命
じ
た
こ
と
ば
と
し
て
「
朕
以
恩
沢
者
帝
王
之
雨
露

0

0

0

0

0

0

0

0

、
刑
法
者

0

0

0

邦
国
之
雷
霆

0

0

0

0

0

、
無
㆓
雨
露
㆒
則
庶
物
不
栄
、
無
㆓
雷
霆
㆒
則
万
邦
不
粛
」
と
あ
る
。

唐
堯
者
、
其
刑
画
象
、
而
民
不
犯
云
々
、　
『
文
選
』
所
収
の
漢
武
帝
「
賢
良
詔
」
に
「
昔
在
唐
虞
、

画0

㆑
象
而
民
不

0

0

0

0

㆑
犯0

、
日
月
所
㆑
燭
、
莫
㆑
不
㆓
率
俾
㆒
」
と
あ
る
。
ま
た
、『
史
記
』
本
紀
・
孝
文

本
紀
十
三
年
条
に
「
詔
曰
、
蓋
聞
、
有
虞
氏
之
時
、
画
㆓
衣
冠
㆒、
異
㆓
章
服
㆒、
以
為
㆑
僇
、
而
民

0

0

不0

㆑
犯0

、
何
則
至
治
也
」、『
漢
書
』
本
紀
・
元
帝
紀
の
永
光
二
年
（
前
四
二
）
二
月
条
に
「
詔
曰
、

蓋
聞
、
唐
虞
象
刑

0

0

、
而
民
不

0

0

0

㆑
犯0

、
殷
周
法
行
、
而
姦
軌
服
」
な
ど
と
あ
る
。
象
刑
と
は
、
肉
刑

の
代
わ
り
に
衣
服
の
色
や
文
様
等
を
変
え
さ
せ
る
刑
罰
の
こ
と
。

淀
川
津
料
者
、
寛
喜
高
野
大
塔
、
正
嘉
伝
法
院
、
…
…
有
沙
汰
被
止
了
、　

貞
永
二
年
（
一
二
三
三
）

の
除
目
に
「
高
野
大
塔
功
」、
建
長
六
年
（
一
二
五
四
）
の
除
目
に
「
伝
法
院
造
営
功
」
の
任
官

者
が
複
数
見
え
（『
民
経
記
』
貞
永
二
年
正
月
二
十
五
日
・
四
月
八
日
条
、『
経
俊
卿
記
』
建
長

六
年
八
月
五
日
条
）、
そ
れ
ぞ
れ
前
後
の
造
営
が
う
か
が
え
る
。
た
だ
し
、
当
初
淀
川
津
料
が
造

営
に
充
て
ら
れ
た
旨
は
管
見
に
触
れ
な
い
。

今
依
金
峰
山
造
営
、
…
…
号
宣
旨
取
津
料
、　
『
外
記
日
記
（
新
抄
）』『
帝
王
編
年
記
』
各
文
永
元

年
六
月
二
十
七
日
条
に
大
和
金
峰
山
蔵
王
堂
以
下
が
落
雷
で
炎
上
し
た
こ
と
が
見
え
、『
民
経
記
』

同
五
年
十
二
月
二
十
七
日
条
に
「
金
峰
山
造
営
幷
奉
行
仁
事
」
と
あ
る
。
こ
の
修
造
に
淀
津
料

が
充
て
ら
れ
た
か
。

賀
茂
祭
使
已
下
人
数
、
被
載
弘
長
制
符
了
、　

弘
長
新
制
「
一
、
可
㆑
停─㆓
止
賀
茂
祭
使
以
下
過
差
㆒

事
」
に
雑
色
の
人
数
規
定
が
あ
り
、「
不
㆑
可
㆑
過
㆓
四
人
㆒
」
と
定
め
る
。

狩
衣
裏
引
糯
事
、
…
…
宣
下
先
了
、　

弘
長
新
制
「
一
、
可
㆑
停−㆓
止
緇
素
上
下
諸
人
服
飾
以
下
過
差
㆒

事
」
に
「
諸
司
諸
衛
輩
以
下
狩
衣
裏
、
可
㆑
停−㆓
止
厚
引
糯
㆒
」
と
あ
る
。

已
上
、
雖
載
建
暦
・
寛
喜
之
制
、
不
載
建
長
・
弘
長
之
符
、　

建
暦
二
年
三
月
二
十
二
日
公
家
新
制
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「
一
、
可
㆑
糺─㆓
定
緇
素
上
下
諸
人
服
飾
過
差
㆒
事
」
に
「
輿
外
金
物
、
可

0

0

0

00

0

㆑
停0

─㆓
止0

之
㆒
」「
車
内
金

0

0

0

物
、
要
須
所

00

0

0

0

之
外0

、
不
レ
論
二
貴
賤
一、
可0

㆓
停
止

0

0

㆒
」、
寛
喜
三
年
十
一
月
三
日
公
家
新
制
「
一
、

可
㆑
停─㆓
止
乗
馬
騎
馬
過
差
㆒
事
」
に
「
車
内
金
物

0

0

0

0

、
除0

㆓
要
須
所

0

0

0

㆒
之
外0

、
任
㆓
建
暦
符
㆒、
可0

㆑
停0

─㆓

止0

之
㆒
」「
僧
侶
除

0

0

0

㆓
僧
正

0

0

・
法
務

0

0

㆒
之
外0

、（
中
略
）
輿
外

0

0

連
子
・
外
金
物

0

0

・
簾
垂
組
緒
等
可0

㆓
停0Ｃ

止0Ｃ
㆒
」
と
あ
る
。
建
長
五
年
七
月
十
二
日
公
家
新
制
は
条
文
未
詳
、
弘
長
新
制
の
過
差
停
止
に
同

様
の
条
文
は
な
い
。

二
会
三
会
已
講
幷
灌
頂
阿
闍
梨
・
綱
所
饗
禄
事
、
雖
載
度
々
之
厳
制
、　

建
久
二
年
三
月
二
十
八
日

お
よ
び
寛
喜
三
年
十
一
月
三
日
公
家
新
制
の
「
一
、
可
㆑
停−㆓
止
二
会
三
会
已
講
幷
灌
頂
阿
闍

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

梨
・
綱
所
饗
禄

00

0

0

0

0

過
差
㆒
事
」
を
指
す
。

〔
⑨
従
二
位
法
性
寺
顕
雅
意
見
状
案
〕

去
年
十
二
月
廿
三
日
被
下
諸
国
院
宣
、
…
…
二
任
一
度
可
遂
国
倹
、　
『
外
記
日
記
（
新
抄
）』
文
永

二
年
十
二
月
二
十
三
日
条
に
「
諸
国
検
延
引
、
二
任
一
度
可

0

0

0

0

0

㆓
遂
行

0

0

㆒
之
由
、
被
㆑
下
㆓
院
宣
㆒

云
々
」
と
あ
る
。

去
弘
長
三
年
、
可
注
申
新
立
庄
園
之
由
、
被
下
綸
旨
之
処
、
佐
渡
国
終
以
不
注
進
之
、　

未
勘
。
弘

長
新
制
に
該
当
す
る
条
項
は
な
い
。
な
お
、
佐
渡
国
内
で
確
認
さ
れ
る
荘
園
は
い
ず
れ
も
雑
太

郡
の
石
清
水
八
幡
宮
領
野
原
別
宮
と
日
吉
社
領
新
穂
荘
の
み
と
さ
れ
る
。
田
中
圭
一
「
佐
渡
国
」

（『
講
座
日
本
荘
園
史
』
六
）
参
照
。

去
弘
長
三
年
被
下
格
制
、
寄
附
異
他
由
儲
相
伝
之
所
、
…
…
可
返
付
庄
務
云
々
、　

弘
長
新
制
「
一
、

可
㆑
有
㆓
任
㆑
理
成
敗
㆒、
本
家
領
家
不
和
庄
園
事
」
に
「
或
為
㆓
寄
附
異

0

0

0

㆑
他0

之
地
㆒、
或
為
㆓
由
緒
相

0

0

0

伝
之
所

0

0

0

㆒、
而
無0

㆑
故0

欲
㆓
押
領

0

0

㆒、
近
代
多
㆓
此
訴
㆒、
先
触

0

0

㆓
本
家

0

0

㆒、
無0

㆓
指
子
細

0

0

0

㆒
者0

、
殊
尋0

─㆓
究
道

0

0

理0

㆒、
可0

㆑
返0

─㆓
付
庄
務

0

0

0

㆒
」
と
あ
る
。

如
弘
長
制
符
者
、
緇
素
貴
賤
、
…
…
皆
禁
奢
侈
、
悉
止
過
差
、　

弘
長
新
制
の
「
一
、
可
㆑
停─㆓
止
緇

素
上
下
諸
人
服
飾
以
下
過
差
㆒
事
」「
一
、
可
㆑
停─㆓
止
賀
茂
祭
使
以
下
過
差
㆒
事
」「
一
、
可
㆑
停─㆓

止
五
節
過
差
㆒
事
」「
一
、
可
㆑
停─㆓
止
灌
仏
女
房
布
施
過
差
㆒
事
」「
一
、
可
㆑
糺─㆓
定
緇
素
従
類
員

数
㆒
事
」
を
指
す
。

古
人
曰
、
立
制
設
随
、
自
上
破
之
、
令
下
効
之
云
々
、　

前
掲
延
喜
十
四
年
三
善
清
行
意
見
十
二
箇

条
「
一
、
請
㆑
禁
㆓
奢
侈
㆒
事
」
に
「
又
飫
宴
之
制
、
頻
張
㆓
格
式
㆒、
而
此
法
常
自0

㆑
上
破

0

0

㆑
之0

、
令0

二

下
効

0

0

ｚ

之0

」
と
あ
る
。

又
曰
、
禁
止
事
繁
、
有
司
不
遑
、
…
…
令
庶
民
知
節
制
云
々
、　

同
前
三
善
清
行
意
見
十
二
箇
条

「
一
、
請
㆑
禁
㆓
奢
侈
㆒
事
」
に
斎
供
・
葬
宴
の
驕
奢
を
戒
め
て
「
但
郊
畿
之
内
、
道
場
非
㆑
一
、

故
検
非
違
使
、
不0

㆑
遑0

㆓
禁
止

0

0

㆒、
伏
望
、
申
勅

0

0

㆓
公0

卿0

大
夫
百
官
諸
牧

0

0

0

0

0

0

㆒、
各
慎

0

0

㆓
此
僭
濫

0

0

0

㆒、
令0

㆔
天

下
庶
民
知

0

0

0

㆓
其
節
制

0

0

㆒
」
と
あ
る
。

如
記
録
者
、
造
太
神
宮
之
間
、
新
造
舎
屋
制
之
、　
『
中
右
記
』
寛
治
八
年
（
一
〇
九
四
）
十
月
三

十
日
条
に
、
殿
上
定
に
お
い
て
「
内
裏
可
㆑
作
哉
否
事
、
諸
卿
多
被
㆑
申
云
、
伊
勢
大
神
宮
内
外

遷
宮
之
比
、
諸
国
役
夫
工
等
相
催
之
間
、
多
有
㆓
亡
弊
聞
㆒、
過
㆓
今
三
ヶ
年
㆒
可
㆑
被
㆓
造
宮
㆒
歟
」、

同
永
久
二
年
（
一
一
一
四
）
八
月
六
日
条
に
、
同
じ
く
殿
上
定
で
内
裏
造
営
に
関
し
て
「
但
今

年
伊
勢
内
宮
正
遷
宮
也
、
又
明
後
年
外
宮
正
遷
宮
也
、
然
者
明
年
其
隙
可
㆑
被
㆑
作
歟
、
往
年
伊

勢
遷
宮
之
間
、
内
裏
雖
㆑
有
㆓
造
営
例
㆒、
猶
於
㆓
正
遷
宮
年
㆒
者
、
尤
可
㆑
有
㆑
憚
也
」
と
議
論
さ
れ

た
と
あ
り
、
伊
勢
遷
宮
と
造
内
裏
の
重
複
が
回
避
さ
れ
て
い
る
。
小
島
鉦
作
「
大
神
宮
式
年
造

替
遷
宮
の
社
会
経
済
史
的
考
察
」（『
伊
勢
神
宮
史
の
研
究
』）
参
照
。

〔
⑩
左
大
史
小
槻
有
家
意
見
状
案
〕

民
惟
邦
本
、
本
固
国
寧
、
民
之
所
資
、
農
業
是
切
、
載
而
在
延
暦
符
矣
、　

延
暦
三
年
十
一
月
三
日

太
政
官
符
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
第
十
五
・
墾
田
幷
佃
事
）「
禁─㆔
断
国
司
作
㆑
田
妨
㆓
百
姓
業
㆒
事
」

の
冒
頭
に
「
民
惟
邦
本

0

0

0

0

、
本
固
邦
寧

0

0

0

0

、
民
之
所

0

0

0

㆑
資0

、
農
桑
是
切

0

0

0

0

」
と
あ
る
。「
民
惟
邦
本
、
本

固
邦
寧
」
は
『
書
経
』
五
子
之
歌
に
あ
る
こ
と
ば
。

複
百
姓
徭
、　

貞
観
六
年
正
月
九
日
太
政
官
符
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
第
十
七
・
蠲
免
事
）
に
「
応

㆑
復0

㆓
百
姓
徭

0

0

0

㆒
事
」
と
し
て
徭
役
の
免
除
を
定
め
る
。

貧
乏
之
民
、
被
免
調
庸
、　

弘
仁
十
四
年
（
八
二
三
）
二
月
二
十
一
日
太
政
官
謹
奏
（『
類
聚
三
代

格
』
巻
第
十
五
・
易
田
幷
公
営
田
事
）「
応
㆑
免0

㆓
調
庸

0

0

㆒
事
」
に
「
夫
貧
乏
之
民

0

0

0

0

夏
月
作
㆓
調
庸

等
物
㆒、
迫
㆓
於
無
ｚ

食
減
㆑
直
売
失
、
臨
㆓
貢
調
日
㆒、
更
倍
㆑
価
買
求
、
民
之
大
弊
」
と
あ
る
。

老
丁
之
徭
、
永
従
寛
免
、
八
十
已
上
及
鰥
寡
孤
独
不
能
自
存
者
、
節
級
賜
物
、　

天
長
五
年
七
月
二

十
九
日
詔
（『
類
聚
三
代
格
』
第
十
七
・
蠲
免
事
）
に
「
老
丁
之

0

0

0

徭0

、
永
従

0

0

㆓
寛
免

0

0

㆒、
八
十
已
上

0

0

0

0

及
鰥
寡
孤
独
不

0

0

0

0

0

0

㆑
能0

㆓
自
存

0

0

㆒
者0

、
節
級
賜

0

0

0

㆑
物0

」
と
あ
る
。

遣
詔
使
問
民
苦
幷
訴
、　

天
長
二
年
五
月
十
日
太
政
官
符
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
第
十
二
・
諸
使
幷
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公
文
事
）「
定
㆓
詔
使

0

0

官
使
㆒
事
」
に
「
度
㆑
時
立
㆑
制
、
古
今
収
㆑
貴
、
宜
㆘
定
㆓
使
色
㆒
以
粛
㆗
将
来
㆖、

其
巡
察
覆
囚
検
税
交
替
畿
内
校
班
田
問
民
苦
幷
訴

0

0

0

0

0

等
使
、
並
准
㆓
詔
使
之
例
㆒
」
と
あ
る
。

令
義
倉
之
物
給
養
之
、　

慶
雲
三
年
（
七
〇
六
）
二
月
十
六
日
勅
旨
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
第
十
四
・

義
倉
事
）
に
「
一
位
以
下
及
百
姓
雑
色
人
等
、
皆
取
㆓
戸
粟
㆒
以
為
㆓
義
倉
㆒、
是
義
倉
之
物

0

0

0

0

、
給0

─㆓

養0

窮
民
㆒、
預
為
㆓
儲
備
㆒
」
と
あ
る
。

先
符
云
、
近
年
之
間
、
…
…
致
臨
時
課
役
之
費
云
々
、　

未
勘
。
弘
長
新
制
「
一
、
可
㆑
停─㆓
止
役
夫

工
・
造
内
裏
以
下
、
先
例
有
㆑
限
勅
院
事
外
、
同
臨
時
徴
下
㆒
事
」
の
内
容
が
近
い
が
、
近
年

云
々
の
文
言
は
な
い
。
あ
る
い
は
条
文
未
詳
の
建
長
五
年
七
月
十
二
日
公
家
新
制
等
に
あ
っ
た

も
の
か
。

勢
力
之
家
駈
使
百
姓
、
貧
窮
百
姓
無
仮
自
存
、
…
…
見
宝
亀
三
年
官
符
、　

宝
亀
三
年
（
七
七
二
）

十
月
十
四
日
太
政
官
符
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
第
十
五
・
墾
田
幷
佃
事
）「
聴
㆓
墾
田
㆒
事
」
に
天

平
神
護
元
年
（
七
六
五
）
三
月
六
日
勅
よ
り
「
天
下
諸
人
競
為
㆓
墾
田
㆒、
勢
力
之
家
駈

0

0

0

0

0

─㆓
使
百
姓

0

0

0

㆒、

貧
窮

0

0

之
民
百
姓
無

0

0

0

㆑
暇0

㆓
自
存

0

0

㆒
」
と
引
い
て
、「
自
今
以
後
、
任
令
㆓
開
墾
㆒、
但
其
仮

0

0

レ
勢
苦

0

0

㆓
百0

姓0

㆒
者0

、
宜0

㆓
厳
禁
断

0

0

0

莫
ｚ

令
㆓
更
然
㆒
」
と
あ
る
。

諸
国
司
等
厥
政
多
僻
、
不
愧
撫
道
之
乖
方
、
百
姓
凋
弊
、
職
而
斯
由
云
々
、　

前
掲
延
暦
三
年
十
一

月
三
日
太
政
官
符
「
禁─㆔
断
国
司
作
㆑
田
妨
㆓
百
姓
業
㆒
事
」
に
「
頃
者
諸
国
司
等
厥
政
多

0

0

0

0

0

0

0

㆑
僻0

、

不0

㆑
愧0

㆓
撫
導
之
乖

0

0

0

0

ｚ

方0

、
唯
恐
㆓
侵
漁
之
未
ｚ

巧
、
或
広
占
㆓
林
野
㆒、
奪
㆓
蒼
生
之
便
要
㆒、
或
多
営
㆓

田
園
㆒、
妨
㆓
黔
黎
之
産
業
㆒、
百
姓
彫
弊

0

0

0

0

職
此
之
由
、
宜
㆘
加
㆓
禁
制
㆒、
懲─㆗
革
貪
濁
㆖
」
と
あ
る
。

農
者
天
下
之
本
也
、
吏
者
民
之
父
母
也
、
…
…
同
詳
恪
条
歟
、　

前
掲
神
護
景
雲
元
年
四
月
二
十
四

日
勅
に
「
夫
農
者
天
下
之
本
也

0

0

0

0

0

0

0

、
吏
者
民
之
父
母
也

0

0

0

0

0

0

0

、（
中
略
）
仍
択0

─㆓
差
国
司
恪
勤
尤
異
者
一

0

0

0

0

0

0

0

0

0

人0

、
幷
郡
司
及
民
中
良
謹
有

0

0

0

0

0

0

0

0

0

㆑
誠
者
郡
別
一
人

0

0

0

0

0

0

㆒、
専0

─㆓
当
其
事

0

0

0

㆒、
録
㆑
名
申
上
、
先
以

0

0

㆓
粛
敬

0

0

㆒
禱0

─㆓

祀
境
内
有

0

0

0

0

㆑
験
神

0

0

祇0

㆒、
次
以

0

0

㆓
存
心

0

0

㆒
勧0

─㆓
課
部
下
百
姓
産
業

0

0

0

0

0

0

0

㆒
」
と
あ
る
。

天
長
元
年
八
月
官
符
偁
、
諸
国
荒
田
令
民
耕
食
者
、
…
…
常
憚
耕
食
云
々
、　

⑧
に
既
出
。

承
和
七
年
二
月
官
符
偁
、
王
臣
幷
富
家
百
姓
稲
穀
、
…
…
皇
王
令
範
、
古
今
嘉
猷
云
々
、　

承
和
七

年
二
月
十
一
日
太
政
官
符
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
第
十
四
・
出
挙
事
）「
応
㆓
且
実
録
且
班
給

0

0

0

0

0

0

㆒
王0

臣
幷
富
豪
百
姓
稲
穀

0

0

0

0

0

0

0

0

事
」
に
、
弘
仁
十
年
二
月
二
十
日
太
政
官
符
よ
り
「
宜
㆘
遣
㆓
使
者
㆒
実0

─㆓
録0

富
豪
之
財

0

0

0

0

㆒、
借0

─㆓
貸
困
窮
之
徒

0

0

0

0

0

㆒、
秋
収
之
時
依
㆑
数
俾
㆖㆑

報
」
と
引
い
て
「
量0

㆑
宜
制

0

0

㆑
権0

、
随0

㆑
時0

施0

㆑
化0

、
皇
王
令
範

0

0

0

0

、
古
今
嘉

0

0

0

猷0

、
宜
㆘
因─㆓
循
故
実
㆒
詳
令
㆓
実
録
㆒、
析
㆓
此
有
余
㆒
補
㆗
彼
不
足
㆖

者
、
宜
㆘
不
㆑
論
㆓
王
臣
百
姓
㆒
皆
悉
令
㆑
貸
秋
収
俾
㆖㆑

報
」
と
あ
る
。

令
左
右
看
督
近
衛
等
…
…
寛
平
八
年
被
下
官
符
之
上
、
保
元
・
治
承
綸
旨
稠
畳
者
歟
、　

寛
平
八
年

閏
正
月
十
七
日
太
政
官
符
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
二
・
諸
使
幷
公
文
事
）「
応
㆑
令0

㆔
左
右
看
督

0

0

0

0

近
衛
等
毎

0

0

0

0

㆑
旬
巡

0

0

─㆓
検
施
薬
院
幷
東
西
悲
田
病
者
孤
子
多
少
有
無
安
否

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

等
㆒
事
」
に
「
事
須
㆘
看
督

近
衛
等
巡─㆓
検
京
中
㆒
之
日
有0

㆑
見0

㆓
路
辺

0

0

病
人
孤
子
㆒
者0

、
随
便
令

0

0

0

㆖㆑

取0

─㆓
送0

院
幷
東
西
悲
田
㆒
」
と

あ
る
。
ま
た
、
建
久
二
年
三
月
二
十
八
日
公
家
新
制
「
一
、
可
㆑
禁─㆔
制
棄
㆓
病
者
孤
子
於
京
中
路

辺
㆒
事
」
に
「
依
㆓
保
元
符
㆒
」
と
あ
り
、
条
文
未
詳
の
保
元
二
年
（
一
一
五
七
）
十
月
八
日
公
家

新
制
、
お
よ
び
そ
れ
を
援
用
し
た
と
さ
れ
る
治
承
二
年
七
月
十
八
日
公
家
新
制
に
も
同
趣
旨
の

条
文
が
あ
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
。
前
掲
水
戸
部
『
公
家
新
制
の
研
究
』、
佐
々
木
『
中
世
公
武

新
制
の
研
究
』
参
照
。

建
長
度
預
叡
問
之
時
、
所
存
之
趣
注
進
粗
畢
、　

建
長
五
年
七
月
十
二
日
公
家
新
制
に
か
か
わ
る
も

の
か
。
発
布
の
経
緯
は
未
詳
。
小
槻
有
家
は
同
四
年
十
月
任
左
大
史
。

不
知
厳
霜
之
可
粛
、
還
忘
薄
氷
之
将
危　

昌
泰
三
年
（
九
〇
〇
）
四
月
二
十
五
日
太
政
官
符
（『
類

聚
三
代
格
』
巻
第
十
九
・
禁
制
事
）「
応
㆔
重
禁─㆓
断
諸
司
諸
家
所
々
人
等
饗
宴
群
飲
及
諸
祭
使
等

饗
㆒
事
」
に
、
度
々
の
饗
宴
群
飲
禁
令
に
言
及
し
て
「
而
今
違
犯
之
輩
流
弊
成
㆑
風
、
不0

㆑
知0

㆓
厳0

霜
之
可

0

0

0

ｚ

粛0

、
還
忘

0

0

㆓
薄
氷
之
既
危

0

0

0

0

0

㆒
」
と
あ
り
、
そ
の
効
な
き
を
嘆
く
。

諸
司
諸
家
所
々
饗
宴
過
差
群
飲
違
制
、
…
…
格
条
之
所
載
也
、　

貞
観
八
年
正
月
二
十
三
日
太
政
官

符
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
第
十
九
・
禁
制
事
）「
一
、
禁─㆓
制
諸
司

0

0

諸
院
諸
家
所
々

0

0

0

0

之
人
焼
尾
荒
鎮

又
責
㆑
人
求
レ
飲
及
臨
時
群
飲

0

0

㆒
事
」、
前
掲
昌
泰
三
年
四
月
二
十
五
日
太
政
官
符
「
応
㆔
重
禁─㆓
断

諸
司
諸
家
所
々

0

0

0

0

0

0

人
等
饗
宴
群
飲

0

0

0

0

及
諸
祭
使
等
饗
㆒
事
」
が
あ
る
。「
岨
案
」
は
料
理
を
盛
る
俎
と

案
の
こ
と
か
。
右
記
昌
泰
三
年
太
政
官
符
も
饗
宴
の
奢
侈
を
「
盤
中
之
盛
高
過
㆓
数
寸
㆒、
爼0

上
之

設
豊
盈0

㆓
方
丈
㆒
」
と
表
現
し
て
い
る
。

焼
尾
荒
鎮
之
禁
断
、
宜
守
貞
観
八
年
正
月
廿
三
日
符
旨
歟
、　

前
項
参
照
。
焼
尾
荒
鎮
は
新
任
・
昇

任
の
官
人
が
催
す
祝
宴
の
こ
と
。

令
民
心
深
息
肩
之
悦
、
国
政
少
用
税
之
費
歟
、　

前
掲
貞
観
六
年
正
月
九
日
太
政
官
符
「
応
㆑
復
㆓
百

姓
徭
㆒
事
」
に
「
宜
㆜
乃
眷
㆓
公
事
㆒
務
廻
㆓
方
略
㆒、
令0

㆛
民
心
深

0

0

0

㆓
息0

㆑
肩
之
悦

0

0

0

㆒、
国
政
少

0

0

0

㆚
用0

㆑
税0
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之
費

0

0

㆙
」
と
あ
る
。

〔
⑪
右
大
史
小
槻
秀
氏
意
見
状
案
〕

件
条
々
、
或
載
寛
喜
符
、
或
在
建
長
制
、
…
…
兼
又
弘
長
年
中
、
殊
有
沙
汰
被
下
厳
制
、　

寛
喜
三

年
十
一
月
三
日
公
家
新
制
「
一
、
可
㆑
糺─㆓
定
上
下
諸
人
衣
服
員
数
幷
服
飾
過
差
㆒
事
」
に
同
趣
旨

の
こ
と
が
あ
る
が
、
弘
長
新
制
「
一
、
可
㆑
停─㆓
止
緇
素
上
下
諸
人
服
飾
以
下
過
差
㆒
事
」
の
内
容

は
こ
れ
に
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
ま
た
、
建
長
五
年
七
月
十
二
日
公
家
新
制
は
条
文
未
詳
で

あ
り
、
本
記
述
よ
り
内
容
が
復
原
さ
れ
る
。

任
弘
長
符
一
同
被
停
止
可
宜
歟
、　

弘
長
新
制
の
「
一
、
可
㆑
優─㆔
恤
同
土
民
不
㆓
安
堵
㆒
事
」
か
「
一
、

可
㆑
停─㆓
止
役
夫
工
・
造
内
裏
以
下
、
先
例
有
㆑
限
勅
院
事
外
、
同
臨
時
徴
下
㆒
事
」
を
指
す
か
。

如
式
条
者
、
京
中
不
聴
営
水
田
、
…
…
不
得
広
溝
迫
路
者
、　
『
延
喜
式
』
巻
第
四
十
二
・
左
右
京

職
23
京
中
水
田
条
に
「
凡
京
中
不

0

0

0

㆑
聴0

㆑
営0

㆓
水
田

0

0

㆒、
但
大

0

0

小
路
辺
及
卑
湿
之
地

0

0

0

0

0

0

0

、
聴0

㆑
殖0

㆓
水
蔥0

・

芹0

・
蓮
之
類

0

0

㆒、
不0

㆑
得0

㆓
因
㆑
此
広0

㆑
溝
迫

0

0

ｚ

路0

」
と
あ
る
。

獄
囚
米
無
実
事
、
…
…
任
先
符
之
旨
、
殊
可
被
興
行
歟
、　

建
久
二
年
三
月
二
十
八
日
公
家
新
制

「
一
、
可
㆑
催─㆓
勤
獄
囚
米
幷
官
田
地
子
㆒
事
」
に
「
獄
囚
米
・
官
田
地
子
、
任
㆓
元
暦
符
㆒、
慥
令
㆓

遵
行
㆒
」、
弘
長
新
制
「
一
、
可
㆑
催─㆓
勤
獄
囚
米
㆒
事
」
に
「
任
㆓
旧
符
㆒

可
レ

遵−㆓

行
之
㆒
」
と
あ

る
。

勾
引
人
幷
売
買
人
事
、
…
…
任
代
々
制
符
、
殊
可
有
沙
汰
歟
、　

治
承
二
年
七
月
十
八
日
公
家
新
制

に
「
一
、
応
㆑
搦─㆘
禁
勾0

─㆓
引0

諸
人0

奴
婢
㆒
売0

─㆓
買0

要
人0

㆒
輩
㆖
事
」、
建
久
二
年
三
月
二
十
八
日
公
家

新
制
に
「
一
、
可
㆑
令
㆑
搦─㆘
禁
勾0

─㆓
引0

諸
人0

奴
婢
㆒、
売0

─㆓
買0

要
人0

㆒
輩
㆖
事
」、
嘉
禄
元
年
（
一
二
二

五
）
十
月
二
十
九
日
・
同
二
年
正
月
二
十
六
日
公
家
新
制
に
「
一
、
可
㆑
令
㆑
搦─㆘
禁
勾0

─㆓
引
人

0

0

㆒

幷
売

0

0

─㆓
買
人

0

0

㆒
輩
㆖
事
」、
弘
長
元
年
五
月
十
一
日
公
家
新
制
に
「
一
、
可
㆑
停─㆔
止
売0

─㆓
買
人

0

0

㆒
事
」、

弘
長
新
制
に
「
一
、
可
㆑
搦
㆘ ─禁
人─㆓
勾0

─

引0

諸
人0

奴
婢
㆒
売0

─㆓
買0

要
人0

㆒
輩
㆖
事
」
と
、
公
家
新
制
に

お
い
て
人
身
拘
引
・
売
買
の
禁
制
は
数
多
い
。

如
天
長
格
者
、
諸
国
置
賑
給
飢
民
之
料
稲
、
従
時
賑
給
各
有
差
別
、　

天
長
十
年
七
月
六
日
太
政
官

符
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
第
七
・
牧
宰
事
）「
応
㆓
賑
給
法
依
ｚ

例
事
」
に
「
太
政
官
去
六
月
三
日

下
㆓
五
畿
内
七
道
諸
国
㆒
符
偁
、
賑0

─㆓
給
飢
民

0

0

0

㆒
之
料
稲

0

0

0

、
大
国
十
万
束
、
上
国
八
万
束
、
中
国
六

万
束
、
下
国
四
万
束
者
、（
中
略
）
雖
㆘
随
㆓
国
大
少
㆒
下─㆗
知
彼
料
㆖、
而
賑
給
之
法
非
㆑
無
㆓
恒
例
㆒、

宜
㆑
給
㆓
大
男
三
束
、
中
男
大
女
二
束
、
小
男
小
女
一
束
㆒
」
と
あ
る
。

延
喜
・
天
暦
二
代
、
殊
又
有
厳
密
之
沙
汰
、
…
…
故
差
遣
勅
使
、
令
行
其
事
、　

天
暦
七
年
七
月
五

日
宣
旨
（『
政
事
要
略
』
巻
第
六
十
・
交
替
雑
事
二
十
賑
給
）
に
、
前
掲
天
長
十
年
格
と
延
長
二

年
九
月
二
十
二
日
官
符
を
ふ
ま
え
て
賑
給
の
稲
料
を
定
め
る
。

〔
⑫
大
外
記
清
原
良
季
意
見
状
案
〕

文
治
・
弘
長
才
卿
以
下
多
上
意
見
、　

文
治
三
年
四
〜
五
月
に
公
卿
・
外
記
史
の
意
見
封
事
が
な
さ

れ
、
十
二
月
、
新
制
が
発
布
さ
れ
た
。
奥
田
環
「
九
条
兼
実
と
意
見
封
事
」（『
川
村
学
園
女
子

大
学
研
究
紀
要
』
一
）
参
照
。
弘
長
新
制
の
制
定
に
至
る
過
程
は
、
記
録
を
欠
き
未
詳
。

魏
徴
有
言
、
非
知
之
難
、
行
之
難
、
非
行
之
難
、
終
之
難
、　
『
貞
観
政
要
』
巻
第
十
・
論
慎
終
第

四
十
第
五
章
に
、
魏
徴
が
唐
の
太
宗
に
諫
言
し
た
こ
と
ば
と
し
て
、「
語
曰
、
非0

㆓
知0

㆑
之
難

0

0

㆒、

行0

㆑
之
難

0

0

、
非0

㆓
行0

㆑
之
難

0

0

㆒、
終0

㆑
之
難

0

0

、
斯
言
信
矣
」
と
故
事
を
引
い
た
箇
所
が
あ
る
。

〔
⑬
大
炊
頭
兼
大
外
記
博
士
周
防
権
守
中
原
師
顕
意
見
状
案
〕

民
惟
国
本
、
々
固
国
寧
、　

⑩
に
既
出
。

妨
農
時
以
使
之
、
忽
背
先
哲
格
言
、　

②
に
既
出
。
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（ 119 ）

【植田論文　図版】九条本『撫民倹約之事（文永三年）』第5紙（B）　③前左大臣洞院実雄意見状案　冒頭

【植田論文　図版】九条本『撫民倹約之事（文永三年）』第9紙（A）　④兵部卿四条隆親意見状案　冒頭
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